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－1－ 

１ 基本計画策定の趣旨 

稚内市では、平成 27 年 3 月に令和 11 年度までを計画期間とする稚内市一般廃棄物処理基

本計画（以下「前計画」という。）を策定しました。 

前計画のうちごみ処理に関する計画では、「循環型社会の形成に向けたさらなる取組の推

進」を目指して、ごみの発生・排出抑制やリサイクル、適正処理に向けた様々な取り組みや

方策を定めました。そして、この計画に基づきごみ処理を進めた結果、この 5 年間で、ごみ

排出量の削減、リサイクル率の向上、最終処分量の低減など一定の成果がありましたが、一

人一日あたりのごみ排出量については、全国や全道平均と比較して多い状況が続いています。 

また、前計画のうち生活排水処理に関する計画に基づき、市街地における下水道及び下水

道の計画区域以外の地域における浄化槽の普及を進めてきました。 

ごみ処理基本計画及び生活排水処理基本計画は、15 年にわたる長期を展望した計画ですが、

ごみ処理並びに生活排水処理を取り巻く状況の変化に対応するため、5 年に一度見直すこと

が適切であるとされています。 

前計画を策定した後、国においては、平成 30年 6月に「第四次循環型社会形成推進基本計

画」が策定され、循環型社会形成に向けて新たな基本的方向が示されました。また、平成 28

年 1 月に「廃棄物処理基本方針」が示され、廃棄物の減量化の目標量などごみ処理施策やご

み処理施設整備に関する基本的事項の変更等がされました。北海道においては、平成 27年 3

月に「北海道廃棄物処理計画（第 4次）」が策定されました。 

こうしたごみ処理を取り巻く基本的方向や施策の変化、生活排水処理の状況の変化等に対

応するため、このたび、前計画を見直した新たな一般廃棄物処理基本計画を策定することと

しました。 

基本計画の策定にあたっては、人口減少や少子高齢化が進行する中においても、地域一体

となり力を合わせすべての市民が安心して豊かに暮らせるまちづくりを実現するための指針

として、平成 31年 3月に策定した「第 5次稚内市総合計画」を踏まえるとともに、稚内市に

おけるごみ処理・生活排水処理の課題や国の新たな方向性にも配慮し、稚内市が今後進める

基本的な方向を定めました。また、ごみ排出量の削減やリサイクル率・生活排水処理率など

新たな数値目標を設定しました。これらの進捗状況を逐次管理しながら、計画の着実な推進

を図っていきます。 

なお、一般廃棄物処理基本計画は、稚内市から諮問を受けた「稚内市廃棄物減量等推進審

議会」において審議を行い、その答申を踏まえて原案を作成しました。その後、パブリック

コメントによる市民からの意見を反映させました。 
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２ 計画の期間 

国が示すごみ処理基本計画及び生活排水処理基本計画の策定指針※において、計画の期間

は、計画策定時から 10～15年後を目安にするとされています。そこで本計画の期間は、策定

指針に基づき、令和 2 年度から令和 16 年度までの 15 年間とします。また、5 年ごとに中間

目標年を設定し、数値目標の達成度や計画の見直しを行います。 

 

計画期間：令和 2年度～令和 16年度（15 年間） 

前期：令和 2年度～令和 6年度（5 年間） 

中期：令和 7年度～令和 11 年度（5年間） 

後期：令和 12年度～令和 16年度（5年間） 
 

※ごみ処理基本計画策定指針（平成 28 年 9月：環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課） 

※廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 6条第 1項の規定に基づく生活排水処理基本計画の策定に当たっての

指針について（平成 2年 10月 8日付け衛環第 200号：厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長） 

 

３ 計画の区域 

本計画の対象区域は、稚内市の行政区域全域とします。 

 

４ 計画の位置づけ 

４－１ 計画の位置づけ 

本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）の第 6

条第 1 項において、市町村が定めなければならない計画として位置づけられている一般廃棄

物処理計画（ごみ処理基本計画、生活排水処理基本計画）について定めるものです。 

廃棄物処理法では、一般廃棄物処理計画は市町村の基本構想、すなわち総合計画に則して

定めるものとされており、「第 5次稚内市総合計画」に基づくごみ処理分野の計画の一つとし

て、ごみの発生・排出抑制、再使用、再生利用、適正処理等に関する基本的事項、生活を支

える社会基盤分野の計画の一つとして、水洗化の普及促進、し尿・浄化槽汚泥処理等に関す

る基本的事項を定めるものです。 

また、稚内市では稚内市環境基本条例に基づき「第 2次稚内市環境基本計画」を平成 30 年

3 月に策定しました。この環境基本計画は、稚内市の環境に対する基本的な方針と市民・事

業者・市の各主体が担う具体的な取り組みを明らかにする総合的な計画です。この計画の中

で、ごみの減量や資源リサイクル、適正処理等に関する基本的考えが盛り込まれていること

から、環境基本計画についても本計画の上位計画に位置づけます。 

その他、「稚内市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」を踏まえた内容とします。国が

策定する「循環型社会形成推進基本計画」や、北海道が策定する「北海道廃棄物処理計画」、

「北海道環境基本条例」及び「北海道循環型社会形成の推進に関する条例」並びにこれらの

条例に基づき策定される「北海道環境基本計画」及び「北海道循環型社会推進基本計画」な

どの内容も考慮します。  
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図 1-1 本計画の位置づけと関連する計画 

 

  

1 稚内市一般廃棄物処理基本計画 策定：平成 27年 3月、令和 2年 3月 

稚内市ごみ処理基本計画 策定：平成 7 年度、平成 12年 6月、平成 17 年 12月、 

平成 22年 3月 

稚内市生活排水処理基本計画 策定：平成 7 年度、平成 17年 2月、平成 22 年 3 月、 

平成 23年 12 月 

2 第 5次稚内市総合計画 策定：平成 31年 3月 

3 稚内市環境基本条例 制定：平成 15年 3月 18 日条例第 12号 

 最終改正：平成 18年 12 月 20日条例第 70号 

4 第 2次稚内市環境基本計画 策定：平成 30年 3月 

5 稚内市廃棄物の減量及び適正処 制定：平成 5 年 9月 27日条例第 26 号 

理に関する条例 最終改正：平成 31年 3月 19日条例第 2号 

北海道廃棄物処理計画 

【廃棄物処理法】 

廃棄物処理 

基本方針 

【環境基本法】 

環境基本計画 

【循環型社会形成推進基本法】 

循環型社会形成推進基本計画 

【北海道環境基本条例】 

北海道環境基本計画 

【北海道循環型社会形成の 

推進に関する条例】 

北海道循環型社会形成推進基本計画 

稚内市一般廃棄物処理基本計画
※１ 

第 5 次稚内市総合計画
※２ 

【稚内市環境基本条例】
※３

 

第 2 次稚内市環境基本計画
※４

 

稚内市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例
※５
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４－２ 上位計画・関連計画の概要 

（１） 第５次稚内市総合計画 

総合計画とは、将来の稚内市がどうあるべきか目指すべき将来像を明らかにし、それを

実現するための総合的・長期的なまちづくりの方針を定めるもので、稚内市における様々

な計画の最も上位に位置する計画です。 

稚内市では、令和元年度から令和 10 年度を計画期間とする「第 5次稚内市総合計画」を

策定しました。総合計画は、基本構想と基本計画で構成されています。 

 

★基本構想〔長期的な視野に立ち稚内市が目指す将来像とそれを実現するための基本方針〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

将来都市像 

「海と大地と風の恵み 人が輝き挑戦し続けるまち稚内」 

【基本目標１】子ども・若者の夢を育み、時代を担う“ひとづくり” 

政策１ 次代を担う人材の育成と地域とともにある学校づくりの推進 

政策２ 市民の学びを支える地域づくり 

政策３ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり 

【基本目標２】安らぎの空間に笑顔あふれる“基盤づくり” 

政策１ 時代に適応した公共交通・都市間交通の整備 

政策２ 安全・安心な都市基盤の整備と安らぎと笑顔が見える空間の創出 

政策３ 緊急時に備えた地域防災力の強化 

【基本目標３】地域の資源を活かした魅力ある“仕事づくり” 

政策１ 次代へつなぐ魅力ある第１次産業の持続的発展 

政策２ 活力に満ちた産業の育成と働きがいのある労働環境の充実 

政策３ 資源から魅力への変換と世界からの交流人口の拡大 

政策４ 地域特性を最大限に活かした産業の育成と企業誘致 

【基本目標４】互いに支え、いきいきと生活できる“暮らしづくり” 

政策１ 地域医療の充実と健康づくりの推進 

政策２ 地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進 

政策３ 人と地球にやさしいまちづくり 

政策４ 安全・安心な暮らしづくり 

 

【基本目標５】まちを愛し、世界に誇れる“ふるさとづくり” 

政策１ 郷土愛の醸成・まちの魅力の発信 

政策２ 国内外との交流促進とホスピタリティの向上 

政策３ 移住・定住の促進と関係人口の拡大 
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★基本計画〔稚内市の将来像や基本目標を実現するための政策ごとの取組の方向性や必要な施策〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標４／政策３ 人と地球にやさしいまちづくり 

低炭素社会の実現に向けて、省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの導入拡大、さらには

発生させたエネルギーの地産地消に取り組むとともに、市民一人ひとりの環境に対する意識の向

上を図り、環境にやさしいライフスタイルの実践を進めます。 

特色ある豊かな自然や生態系を将来にわたって維持するため、環境問題について学ぶ機会や自

然とふれあう場を創出するなど、環境教育の充実を図り、環境保全活動の担い手を育成します。 

行政、市民、事業者の協働により、ごみの発生抑制や再使用を積極的に取り組みなど、循環型社

会の形成に努めていきます。 

 

 

○一人一日あたりのごみ排出量 ： 1,299ｇ/人･日（平成 29年度）⇒ 940ｇ/人･日（令和 10年度） 

○ごみの資源化（リサイクル）率 ： 22.8％（平成 29年度）⇒ 30.0％（令和 10年度） 

 

 

施策３－循環型社会の実現 

３Ｒ（リデュース：発生抑制、リユース：再使用、リサイクル：再生利用）を推進し、さら

なる循環型社会の形成を進めていきます。特に、本市では、市民一人あたりの一般廃棄物の排

出量が多いことから、発生抑制を重点的に取り組みます。 

施策４－住みよい生活環境の確保 

地域清掃活動など、地域・団体が行う美化活動に対する支援を行うとともに、ごみ出しマナ

ーの徹底、ペットのふんの不始末などの啓発活動に取り組むことにより、環境美化への意識を

高めます。 

また、悪臭・騒音など、公害の防止に努め、迅速な改善処理に努めるほか、計画的な廃棄物

処理施設の整備を行い、衛生的な生活環境を保全します。 

成果指標 

関連施策 
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（２） 第２次稚内市環境基本計画 

稚内市環境基本条例に基づき、長期的視点に立ち、環境に対する基本的な方針と市民・

事業者・市の各主体が担う具体的な取り組みを示す総合的な計画です。現計画は、平成 18

年 2 月に策定した稚内市環境基本計画に基づく取り組み状況について検証し、環境都市宣

言を踏まえ、新たな課題や国内外の情勢の変化に対応し、さらなる取り組みの推進を目的

として策定しました。 

 

★計画期間 

平成 30年度～令和 9年度 
 

★目指すべき環境像 

「人と地球にやさしいまち わっかない」 
 

★施策体系 
 

基本目標 個別目標 

Ⅰ．社会の低炭素化に貢献するまち 

－低炭素社会の実現－ 
１．地球環境への負荷を減らす 

Ⅱ．ごみを減らし資源を有効につかうまち 

－循環型社会の形成－ 
２．ごみを減らし資源を有効につかう 

Ⅲ．健康で安全に暮らせるまち 

－生活環境の保全－ 

３．大気・水・土壌環境等を保全する 

４．郷土文化や文化財・文化的景観を守る 

Ⅳ．豊かな自然を守り人と生き物の共生を実現

するまち 

－自然環境の保全－ 

５．豊かな環境を守り・つくる 

６．生物多様性を保全する 

Ⅴ．より良い環境をめざして市民一人ひとりが

参加し行動するまち 

７．市民が一つになってより良い環境を守り・

つくる 

 

★施策の目標 

○施策 2-1 ごみ減量化と資源リサイクルの推進 

「ごみの減量化の取り組み」などのごみの減量化の促進に向けた取り組み及び「資源

リサイクルの取り組み」などの資源リサイクルやリユースの促進に向けた取り組みに対

する重要度・満足度を一層高めていきます。 

○施策 2-2 廃棄物の適正処理の推進と不法投棄の防止 

ごみの排出量抑制や分別方法の啓発を行い、適正な処理を行うとともに計画的な廃棄

物処分場の整備を行います。また、「ごみのポイ捨てなどの不法投棄の防止」などの廃棄

物の適正処理の推進と不法投棄の防止に向けた取り組みに対する満足度を一層高めてい

きます。 

 

  



－7－ 

（３） 第四次循環型社会形成推進基本計画 

国は、循環型社会形成推進基本法に基づき、平成 30年 6月に「第四次循環型社会形成推進基

本計画」を策定しました。 

 

表 1-1 第四次循環型社会形成推進基本計画の概要 

項目 概要 

中長期的 

な方向性 

持続可能な社会づくりとの

統合的な取組 

・誰もが、持続可能な形で資源を利用でき、環境への負荷が地球の

環境容量内に抑制され、健康で安全な生活と豊かな生態系が確保

された世界 

・環境、経済、社会的側面を統合的に向上 

地域循環共生圏形成による

地域活性化 

・地域の資源生産性向上 

・生物多様性の確保 

・低炭素化 

・地域の活性化 

・災害に強いコンパクトで強靭なまちづくり 

ライフサイクル全体での徹

底的な資源循環 

・第四次産業革命により、「必要なモノ・サービスを、必要な人に、

必要な時に、必要なだけ提供する」 

適正処理の推進と環境再生 

・廃棄物の適正処理（システム、体制、技術の適切な整備） 

・地域環境の再生（海洋ごみ、不法投棄、空き家等） 

・震災被災地の環境再生、未来志向の復興創生 

災害廃棄物処理体制の構築 
・災害廃棄物の適正・迅速な処理（平時より重層的な廃棄物処理シ

ステムを強靭化） 

適正な国際資源循環体制の

構築と循環産業の海外展開 

・資源効率性が高く、現在及び将来世代の健康で安全な生活と豊か

な生態系が確保された世界 

循環分野における基盤整備 

・情報基盤の整備・更新、必要な技術の継続的な開発、人材育成 

・多様な主体が循環型社会づくりの担い手であることを自覚して

行動する社会 

指標・ 

数値目標 

資源生産性 約49万円/ｔ（令和7年度） 

入口側の循環利用率 約18％（令和7年度） 

出口側の循環利用率 約47％（令和7年度） 

最終処分量 約1,300万ｔ（令和7年度） 

循環型社会ビジネスの市場

規模 
平成12年度の約2倍（令和7年度） 

期間中に整備されたごみ焼

却施設の平均発電効率 
21％（令和4年度） 

1人1日あたりのごみ排出量 約850ｇ/人･日（令和7年度） 

1人1日あたりの家庭系ごみ

排出量 
約440ｇ/人･日（令和7年度） 

一般廃棄物最終処分場の残

余年数 
平成29年度の水準（20年分）を維持（令和4年度） 

災害廃棄物処理計画策定率 都道府県100％、市町村60％（令和7年度） 
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（４） 廃棄物処理基本方針 

国は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき「廃棄物の減量その他その適正な処理に

関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針（廃棄物処理基本方針）」を定

めています。平成 28 年 1月に見直しが行われました。 

 

表 1-2 廃棄物処理基本方針の概要 

項目 概要 

基本的な方向 

・世界的な資源制約の顕在化や、災害の頻発化･激甚化、地球環境問題

へ対応する。 

・低炭素社会や自然共生社会との統合にも配慮した取組を推進する。 

減量化の目標 

(令和 2年度) 

排出量 
【一般廃棄物】平成24年度比約12％削減 

【産業廃棄物】平成24年度に対し増加を約3％に抑制 

再生利用率 
【一般廃棄物】平成24年度約21％から約27％に増加 

【産業廃棄物】平成24年度約55％から約56％に増加 

最終処分量 
【一般廃棄物】平成24年度比約14％削減 

【産業廃棄物】平成24年度比約1％削減 

1人1日あたり家庭系ごみ排出量：500g/人･日 

その他の目標 

(平成 30年度) 

家庭系食品ロスの発生量を把握している市町村数：200市町村（平成25年度43市町村） 

家電リサイクル法上の小売業者の引取義務外品の回収体制構築市町村割合：100％（平成25

年度約59％） 

使用済小型電子機器等の再生のための回収実施市町村割合：80％（平成25年度約43％） 

施策推進に関す

る基本的事項 

国民の役割 

・食品の購入に当たっては、適量の購入等により食品ロスを削減する。 

・自ら排出する一般廃棄物の排出抑制に取り組むとともに、事業者が排

出する一般廃棄物の排出抑制に協力する。 

・使用済小型電子機器等を市町村等へ引き渡す。 

市町村の役割 

・関係機関との連携体制の構築や、民間事業者の活用に努める。 

・民間事業者の活用･育成や市町村が自ら行う再生利用等の実施等につ

いて、市町村が定める一般廃棄物処理計画において、適切に位置づけ

るように努める。 

・他の地方公共団体や関係主体と連携･協働して地域循環圏の形成に努

める。 

・災害時における適正かつ円滑･迅速な処理体制を確保する。 

国の役割 

・ポリ塩化ビフェニル廃棄物について、地方公共団体と連携しつつ、確

実かつ適正な処理を進めていくものとする。 

・水銀廃棄物の適正な回収を促進する。 

廃棄物の適正処

理を確保するた

めの必要な体制

の確保 

・事業系食品廃棄物に関し、排出事業者が自ら積極的に再生利用を実施

しようとする場合に、これを実現できるよう、民間事業者の活用も考

慮した上で、適切な選択肢を設ける。 

・地方公共団体等関係者と連携して、電子マニフェストの使用の促進を

図る。 

廃棄物処理施設

の整備に関する

基本的事項 

今後の要最終処

分量と全国的な

施設整備の目標 

・食品廃棄物の再生利用に係る施設については、他の市町村や民間の廃

棄物処理業者とも連携して処理能力の向上に取り組む。 

・焼却施設については、中長期的には、焼却される全ての一般廃棄物に

ついて熱回収が図られるよう取組を推進していくものとする。 

産業廃棄物の適

正処理に必要な

処理施設の整備 

・熱回収施設設置者認定制度等を活用しながら、適正処理の確保を基本

としつつ、温室効果ガスの排出抑制に配慮した処理施設の整備を推進

する。 
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５ 計画の進行管理 

本計画の確実な達成を図るため、毎年度の実施計画の作成（ＰＬＡＮ）、その実行（ＤＯ）、進捗状

況の評価（ＣＨＥＣＫ）、改善（ＡＣＴ）を行います。また、社会情勢等の理由から進捗状況に遅れが

生じた場合は、次年度の関連施策を強化することによりフォローアップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 計画の進捗管理 

 

  

稚内市一般廃棄物処理基本計画 

＜計画（ＰＬＡＮ）＞ 

毎年度の実施計画の作成 

＜実行（ＤＯ）＞ 

実施計画の取り組みの実行 

＜評価（ＣＨＥＣＫ）＞ 

取り組みの進捗状況を評価 

＜改善（ＡＣＴ）＞ 

評価に基づく取り組みの改善 

毎 
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６ 稚内市の概要 

６－１ 自然的特性 

（１） 位置・地勢 

稚内市は、宗谷海峡をはさんで東はオホ

ーツク海、西は日本海に面する宗谷岬から

わずか 43km の地にサハリン（旧樺太）の

島影を望む国境のまちです。 

市域は東西 37.9km、南北 39.7kmと南北

にやや長く、ほぼ南北に縦走する 2本の丘

陵性山地と、これらの中間に発達する低地

帯からなっており、市街地は後背に丘陵地

を抱え、東西方向に約 10km と細長くなっ

ています。総面積は 761.47km2です。 

 

（２） 沿革 

江戸時代の貞享 2 年（1685年）に松前藩が宗谷に藩主直轄の宗谷場所を開設し、以来ア

イヌの人々との交易の場として、また北方警備の要所として栄えました。明治 11 年（1877 

年）に宗谷村となり、明治 12年（1879 年）に戸長役場がおかれました。この年を市の開

基の年としています。 

日露戦争後の明治 38 年（1905 年）に南樺太が日本の領土となり、大正 12 年（1923 年）

に稚内～樺太間に定期航路が開設されてからは、交通運輸の基地として発展を続け、昭和

24 年（1949年）には北海道で 14番目となる市制が施行されました。 

 

（３） 気象 

稚内市の気候は、宗谷海峡に面しているため海洋からの影響を受け、冬季は内陸部に比

べ比較的温暖で、降雪量はそれほど多くありません。冬季の平均最低気温は－10℃を下回

ることなく、積雪の深さの最大は 80cm程度です。また、宗谷岬の海には、流氷が接岸する

こともあります。稚内市の気象における最大の特徴は、年平均 4.5m/秒と四季を通じて風

が強いことです。 

 

  

図 1-3 稚内市の位置 
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表 1-3 稚内市の月別の気象状況（平年値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4 稚内市の気温と降水量（平年値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5 稚内市の風速と日照時間（平年値）  

平均 最高 最低

1月 84.3 -4.7 -2.7 -6.8 5.1 45.6 173 63

2月 60.7 -4.7 -2.5 -7.1 4.6 80.3 143 75

3月 50.3 -1.0 1.2 -3.5 4.7 138.6 102 68

4月 49.0 4.4 7.2 1.8 4.7 171.8 21 25

5月 67.6 8.8 12.0 6.0 4.6 185.6 0 0

6月 53.0 12.7 15.7 10.1 4.0 166.3 －　 －　

7月 90.6 16.8 19.7 14.5 3.7 146.8 －　 －　

8月 116.0 19.6 22.3 17.3 3.9 148.5 －　 －　

9月 123.5 16.8 19.7 14.0 4.2 177.1 －　 －　

10月 134.1 11.1 13.7 8.1 4.7 135.9 1 0

11月 120.9 3.6 6.1 1.0 5.0 57.6 53 15

12月 112.8 -2.0 0.1 -4.2 5.0 30.1 160 43

年 1,062.7 6.8 9.4 4.3 4.5 1,484.4 656 81

資料：気象庁HPより作成
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６－２ 社会的特性 

（１） 人口 

昭和 49 年から平成 30 年までの 45 年間の住民基本台帳による人口及び世帯数の推移を

図 1-6 に示します。 

人口は昭和 51 年の 56,215 人をピークにその後は減少に転じ、平成 30 年は 34,249 人と

なり、昭和 51年と比べると 39％減少しました。世帯数は、ほぼ毎年増加していましたが、

平成 18 年の 19,297 世帯を境に減少し、平成 30 年は 17,885 世帯です。人口減少とあいま

って一世帯あたりの人口は昭和 49 年の 3.41 人から平成 30 年の 1.91 人と大きく減少しま

した。 

国勢調査による年齢階級別人口を見ると、少子高齢化の傾向が顕著に現れています。年

少人口は減少、老年人口は増加しており、平成 12 年には老年人口が年少人口を上回るよう

になりました。平成 27 年における総人口に対するそれぞれの人口が占める割合は、北海道

とほぼ同じ割合になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-6 人口と世帯数の推移 

 

表 1-4 年齢階級別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

  

年
年少人口
15歳未満

(人）

生産年齢人口
15～64歳

（人）

老年人口
65歳以上

（人）

平成2年 9,378 33,922 4,932

平成7年 7,670 31,952 6,132

平成12年 6,277 29,945 7,552

平成17年 5,393 27,568 8,631

平成22年 4,807 25,125 9,663

平成27年 4,304 21,570 10,505

資料：国勢調査結果より作成 

資料：住民基本台帳より作成 
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図 1-7 年齢階級別人口の割合 

 

（２） 産業 

国勢調査による産業別就業者数を見ると、総数の減少とともに各産業別就業者数も減少

傾向にあります。平成 27 年における割合は、第 1 次産業が 7.6％、第 2 次産業が 20.0％、

第 3次産業が 66.6％となっています。 

平成 27 年における就業者数の割合を北海道や全国と比較すると、稚内市は第 1 次産業

割合が高く、第 3 次産業割合は低くなっています。 

 

  

12.6%

11.4%

11.8%

12.1%

13.0%

14.3%

16.8%

19.4%

60.7%

59.6%

59.3%

63.5%

66.3%

68.4%

69.8%

70.3%

26.6%

29.1%

28.9%

24.4%

20.8%

17.3%

13.4%

10.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全 国

北 海 道

平成27年

平成22年

平成17年

平成12年

平成7年

平成2年

15歳未満 15～64歳 65歳以上

資料：国勢調査結果より作成 
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表 1-5 産業別就業者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-8 産業別就業者数の割合 
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資料：国勢調査結果より作成 

（単位：人）

区分 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

総数 24,347 24,644 23,557 21,523 18,473 16,928

第1次産業総数 2,745 2,465 2,033 1,704 1,418 1,287

　　農業 749 582 589 529 484 457

　　林業 64 51 44 49 47 62

　　漁業 1,932 1,832 1,400 1,126 887 768

第2次産業総数 6,400 6,675 6,108 5,031 3,700 3,390

　　鉱業 82 25 24 4 7 13

　　建設業 3,136 3,534 3,248 2,570 1,745 1,615

　　製造業 3,182 3,116 2,836 2,457 1,948 1,762

第3次産業総数 15,198 15,492 15,363 14,623 11,811 11,267

　　電気・ガス・熱供給・水道業 90 90 91 70 76 63

　　情報通信業 － － － 118 91 85

　　運輸業 － － － 1,341 1,047 921

　　(運輸・通信業） 1,974 1,792 1,672 － － －

　　卸売・小売業 － － － 3,773 2,818 2,521

　　(卸売・小売業、飲食店） 5,281 5,102 4,998 － － －

　　金融・保険業 656 564 547 460 389 373

　　不動産業 112 68 67 101 191 201

　　学術研究、専門・技術サービス業 － － － － 415 424

　　飲食店、宿泊業 － － － 1,352 1,091 946

　　生活関連サービス・娯楽業 － － － － 670 592

　　医療、福祉 － － － 1,602 1,464 1,579

　　教育、学習支援業 － － － 869 734 688

　　複合サービス業 － － － 488 243 339

　　サービス業(他に分類されないもの) － － － 2,902 1,081 1,115

　　（サービス業） 5,415 6,185 6,341 － － －

　　公務 1,670 1,691 1,647 1,547 1,501 1,420

　　分類不能の産業 4 12 53 165 1,544 984

資料：国勢調査結果より作成
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（３） 観光 

稚内市は、日本最北のまちとして毎年多くの観光客が訪れます。市内には日本最北端で

ある宗谷岬をはじめ多くの観光地があるほか、利尻島・礼文島への玄関口としても重要な

拠点となっています。 

過去 5 年間の稚内市の観光入込客数は、平成 29 年度までは増加しましたが、平成 30 年

度はわずかに減少しました。平成 30 年度は 503,400 人となり、このうち約 60％が宿泊客

でした。月別に見ると、7 月から 8 月にピークを向かえ、10 月以降は大きく減少していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-9 観光入込客数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-10 観光入込客数の推移（平成 30年度） 

 

（４）交通 

自動車交通は、南北を縦走する国道 40号（旭川～稚内）とオホーツク海側を国道 238 号

が通り、道道稚内天塩線、道道稚内幌延線などが接続しています。 

空路は、札幌、東京直行便が運航しています。鉄道路線は、旭川市から稚内市へ向かう

ＪＲ宗谷本線が運行しています。また、稚内港からは、利尻島、礼文島との間にフェリー

が運航しています。
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資料：観光入込客数調査結果より作成 

 

資料：観光入込客数調査結果より作成 
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１ 稚内市が処理する廃棄物の種類 

廃棄物処理法において、廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されています。

一般廃棄物は、市民の日常生活に伴って各家庭から排出される「家庭系ごみ」と事業者から

排出される「事業系ごみ」があります。産業廃棄物は、事業活動に伴い排出される廃棄物の

うち、汚泥や燃え殻など法令で定める 20種類と輸入された廃棄物があります。なお、事業系

一般廃棄物と産業廃棄物をあわせて事業系ごみと呼ぶ場合がありますが、本計画において事

業系ごみは、事業系一般廃棄物を指すものとします。 

稚内市では、廃棄物処理法に基づき家庭系ごみと事業系ごみを処理しています。また、産

業廃棄物のうち条例（「稚内市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」）で定める 4 品目を

併せ産廃として処理しているため、併せ産廃についても計画の範囲とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 処理する廃棄物の種類 

 

表 2-1 併せ産廃の種類 

種類 備考 

燃え殻 熱しゃく減量 15％以下に焼却したもの 

汚泥 含水率 85％以下に脱水したもの 

廃酸 廃牛乳に限る 

動物性残さ 固形状のもの 

 

  

第１章 ごみ処理の現状 

【廃棄物処理法での分類】 【排出者による分類】 【収集運搬による分類】 

 
 
 

廃 

 

棄 

 

物 

一般廃棄物 

産業廃棄物 

家庭系ごみ 

事業系ごみ 

（事業系一般廃棄物） 

計画収集ごみ 

直接搬入ごみ 

※本計画において事業系ごみとは、事業系一般廃棄物のことを言う 
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２ ごみ処理体系 

家庭系ごみは、一部の市民が直接廃棄物処理施設へ持ち込むこと（家庭系自己搬入ごみ）

がありますが、ほとんどは稚内市が計画収集しています。 

計画収集ごみの分別は、一般ごみ・生ごみ・大型ごみ・資源物の 4 区分です。資源物はさ

らに 17種類の品目に細分別しており、合計 4 種 20 分類の分別区分となっています。 

資源物については、リサイクルセンターや委託処理等により選別・圧縮等を行い資源化し

ています。 

一般ごみは、草や落ち葉、ガラス製品、容器包装プラスチック以外のプラスチック製品な

どが対象で、最終処分場で埋立処分しています。 

生ごみは、バイオエネルギーセンターで処理しています。 

大型ごみは、家電リサイクル法や資源有効利用促進法において製造事業者等にリサイクル

を義務づけているテレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコン・パソコンや、

稚内市で処理が困難あるいは危険物であるとして受入れしていないタイヤ・バッテリー・消

火器などを除いた 40 リットルの袋に入らない大型のごみが対象で、最終処分場で埋立処分

しています。 

事業系ごみは、事業者が一般廃棄物収集運搬業の許可を有する業者に委託し、廃棄物処理

施設へ搬入する場合（許可業者収集ごみ）と事業者が自ら廃棄物処理施設に持ち込む場合（事

業系自己搬入ごみ）があります。 

資源物集団回収奨励金事業による集団回収は、平成 20年 4月から実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 ごみ処理フロー（平成 30 年度） 

 

  

家庭系ごみ 

10,049ｔ 

一般廃棄物 排出量 

16,682ｔ       （人口 34,340 人） 

事業系ごみ 

6,633ｔ 

リサイクルセンター 

1,056ｔ 

バイオエネルギーセンター 

1,633ｔ 

最終処分場 

11,707ｔ 

計画収集ごみ 

8,823ｔ 

直接搬入ごみ 

7,549ｔ 

 
 

集団回収 
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1,209ｔ 
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その他 
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853ｔ 
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３ ごみ排出量・処理量 

３－１ ごみ排出量 

過去 5 年間（平成 26 年度～30 年度）の一般廃棄物の排出量実績を表 2-2 及び図 2-3 に示

します。 

家庭系ごみ排出量は、平成 26 年度以降減少しており、平成 30 年度は 10,049ｔ/年です。

事業系ごみ排出量は、平成 26年度から平成 29 年度は減少しましたが、平成 30 年度は増加し

6,633ｔ/年です。 

 

表 2-2 ごみ排出量の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 ごみ排出量の実績 

  

（単位：ｔ/年）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

5,028 5,000 4,920 4,871 4,679

1,327 1,268 1,169 1,118 1,091

27 24 24 22 21

3,211 3,264 3,141 3,204 3,032

9,593 9,556 9,254 9,215 8,823

一般ごみ 808 794 855 778 915

生ごみ 1 2 2 1 1

一般ごみ 4,093 4,045 3,906 3,924 4,121

生ごみ 459 476 483 467 450

一般ごみ 1,566 1,386 1,070 1,154 1,118

生ごみ 20 64 42 73 91

1,121 1,089 1,020 658 853

8,068 7,856 7,378 7,055 7,549

17,661 17,412 16,632 16,270 16,372

297 315 315 317 310

17,958 17,727 16,947 16,587 16,682

10,699 10,667 10,426 10,311 10,049

7,259 7,060 6,521 6,276 6,633

家庭系
ごみ

ごみ排出量

集団回収量

ごみ総排出量

（家庭系ごみの計）

（事業系ごみの計）

大型ごみ

資源物

小計

その他事業系ごみ

小計

区分

事業系
ごみ

計画
収集
ごみ

直接
搬入
ごみ

家庭系自己
搬入ごみ

許可業者
収集ごみ

事業系自己
搬入ごみ

一般ごみ

生ごみ

10,699 10,667 10,426 10,311 10,049

7,259 7,060 6,521 6,276 6,633

0

5,000

10,000
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25,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

排
出
量

家庭系ごみ 事業系ごみ

［ｔ/年］
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３－２ 一人一日あたり排出量 

一人一日あたりごみ排出量は、平成 29年度に 1,300g/人･日を下回りましたが、平成 30 年

度は 1,331g/人･日となっています。 

北海道及び全国の一人一日あたりごみ排出量はいずれも減少しており、平成 29 年度（最新

統計年）は北海道 961g/人･日、全国 920g/人･日です。 

平成 29 年度における稚内市の一人一日あたりごみ排出量は、北海道より 35％、全国より

41％多くなっています。 

 

表 2-3 一人一日あたりごみ排出量の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 2-4 一人一日あたりごみ排出量の実績 

 

  

※ごみ総排出量（ｔ/年） ＝ 計画収集ごみ量＋直接搬入ごみ量＋集団回収量 

ごみ総排出量（ｔ/年） 
※一人一日あたりごみ排出量（ｇ/人・日）  ＝ 

人口(人)×365（日/年） 

×10６  

（単位：ｇ/人・日）

区分 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

家庭系ごみ 793 802 801 807 802

事業系ごみ 538 531 501 491 529

合計 1,332 1,333 1,301 1,299 1,331

（北海道） 990 984 970 961 －　

（全国） 947 939 925 920 －　

出典：環境省「一般廃棄物処理実態調査」（北海道及び全国の値）
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３－３ 資源化量 

資源物量は、年度により多少の増減はあるものの、総じて減少傾向にあり、平成 30 年度は

3,032ｔ/年となっています。集団回収量は、平成 27年度以降ほぼ横ばいで推移しており、平

成 30年度は 311ｔ/年となっています。 

品目は紙類の量が多く、平成 30年度は全体の約 67％を占めています。 

 

表 2-4 資源化量の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：ｔ/年）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

アルミ缶 94.3 96.7 105.3 113.2 93.8

スチール缶 95.2 66.1 58.0 76.6 46.0

びん 407.3 372.6 343.8 327.6 294.7

ペットボトル 163.7 177.7 160.4 162.1 168.6

容器包装プラスチック 328.4 320.0 307.1 316.2 325.9

白色トレイ 1.3 2.2 1.5 3.1 3.2

紙パック 15.8 11.4 10.6 10.8 9.4

新聞 546.6 595.8 581.0 525.0 476.5

雑誌 430.0 510.8 494.5 456.9 409.1

ダンボール 776.9 797.3 835.9 928.9 917.1

その他の紙 175.8 143.4 78.8 116.2 105.4

古衣類 42.5 44.7 41.4 37.8 39.0

廃蛍光管 2.3 3.0 3.0 2.8 2.6

廃乾電池 6.7 4.9 5.1 4.8 5.4

金属ごみ 121.3 113.7 111.4 116.8 116.1

小型家電 2.5 4.4 4.0 5.0 18.8

小計 3,210.6 3,264.7 3,141.8 3,203.8 3,031.6

缶　　 4.0 3.0 2.8 3.0 2.7

びん 1.3 1.5 1.5 1.9 1.6

ペットボトル 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

紙パック 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7

新聞 256.6 274.8 263.8 274.9 263.3

雑誌 18.1 16.0 16.1 15.7 14.9

ダンボール 16.5 18.7 29.5 21.0 27.2

古衣類 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2

小計 297.4 314.7 314.5 317.3 310.6

3,508.0 3,579.4 3,456.3 3,521.1 3,342.2

※資源物のうち、アルミ缶・スチール缶・びん・ペットボトル・容器包装プラスチック・白色トレイ・

　廃蛍光管・廃乾電池・金属ごみはリサイクルセンターにおいて処理

※上記以外は民間事業者に処理委託

合計

区分

資源物

集団回収
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図 2-5 品目別の資源化量の実績 

 

３－４ リサイクル率 

リサイクル率は、平成 29年度まで増加しましたが、平成 30年度は減少し 21.6％となって

います。北海道のリサイクル率より低く、全国のリサイクル率より高くなっています。 

 

表 2-5 リサイクル率の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-6 リサイクル率の実績  

※中間処理再生利用量（ｔ/年） ＝ 稚内市バイオエネルギーセンターにおけるメタン化量及び肥料化量 

※リサイクル率（％） ＝ 
直接資源化量（ｔ/年）＋中間処理後再生利用量（ｔ/年）＋集団回収量（ｔ/年） 

ごみの総処理量（ｔ/年）＋集団回収量（ｔ/年） 
 

※ごみの総処理量（ｔ/年） ＝ 中間処理量＋直接最終処分量＋直接資源化量 

（単位：％）

区分 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

稚内市 21.0 21.7 22.0 22.8 21.6

北海道 24.6 24.3 24.3 24.3 －　

全国 20.6 20.4 20.3 20.2 －　
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３－５ 最終処分量 

最終処分量（覆土を除く）は、平成 29 年度まで減少しましたが、平成 30 年度はわずかに

増加し 13,441ｔ/年となっています。 

 

表 2-6 最終処分量の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-7 最終処分量の実績 

 

  

（単位：ｔ/年）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

家庭系一般ごみ 5,866 5,823 5,799 5,671 5,622

事業系一般ごみ 5,694 5,461 4,982 5,111 5,242

その他のごみ 986 984 920 528 853

中間処理残渣
　　　　　　及び不適物631 655 705 743 637

小計 13,177 12,923 12,406 12,053 12,354

汚泥 1,105 1,116 1,343 1,264 1,013

燃え殻 51 57 52 34 38

動植物性残さ 5 7 3 9 6

小計 1,161 1,180 1,398 1,307 1,057

14,338 14,103 13,804 13,360 13,411

295 395 158 530 2,030

14,633 14,498 13,962 13,890 15,441

廃棄物計
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合計

項目
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産業廃棄物

13,177 12,923 12,406 12,053 12,354

1,161 1,180 1,398 1,307 1,057

295 395
158 530 2,030

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

最
終
処
分
量

一般廃棄物 産業廃棄物 覆土

［ｔ/年］
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４ ごみ質 

家庭系一般ごみを対象に実施したごみ質調査結果を表 2-7に示します。 

適正に分別排出された一般ごみの重量は、全体のわずか 33.4％であり、残りは、生ごみ

あるいは資源物として分別排出されるべきもので、それぞれ 27.0％、39.7％ありました。 

 

表 2-7 ごみ質調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

重量ｇ 重量ｇ

1 紙ごみ（資源物以外） 4,404 14.6% 6,350 17.3%

2 紙おむつ 1,199 4.0% 110 0.3%

3 布類（資源物以外） 302 1.0% 481 1.3%

4 草木類 1,789 5.9% 0 0.0%

5
プラスチック製品（資
源物以外）

263 0.9% 1,395 3.8%

6 皮革・ゴム類 0 0.0% 0 0.0%

7 陶磁器・ガラス類 0 0.0% 0 0.0%

8
生ごみ不適物（骨、貝
殻）

59 0.2% 0 0.0%

9 その他 811 2.7% 5,385 14.7%

10 生ごみ 10,028 33.2% 33.2% 7,616 20.8% 20.8% 27.0%

11 新聞 289 1.0% 409 1.1%

12 雑誌 1,045 3.5% 0 0.0%

13 段ボール 364 1.2% 122 0.3%

14 その他の紙 1,909 6.3% 4,563 12.5%

15 飲料用紙パック 168 0.6% 457 1.2%

16 アルミ缶 255 0.8% 36 0.1%

17 スチール缶 84 0.3% 208 0.6%

18 無色びん 770 2.6% 567 1.5%

19 茶色びん 109 0.4% 239 0.7%

20 その他びん 0 0.0% 0 0.0%

21 ペットボトル 419 1.4% 225 0.6%

22 容器包装プラスチック 5,708 18.9% 5,982 16.3%

23 白色トレイ 133 0.4% 65 0.2%

24 金属類 0 0.0% 937 2.6%

25 古衣類 0 0.0% 1,298 3.5%

26
蛍光管・乾電池・体温
計・温度計

56 0.2% 194 0.5%

27 小型家電 0 0.0% 0 0.0%

30,164 100.0% 100.0% 36,639 100.0% 100.0% 100.0%

※構成比は少数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が必ずしも100とはならない

※対象地区および回収量は以下のとおり

　　1回目：宝来・大黒・富岡地区、55袋：145.5kg

　　2回目：恵比須・末広・緑地区、67袋：180kg

構成比
平均

区分

33.4%

39.7%

1回目（令和元年9月5日） 2回目（令和元年11月19日）

構成比

37.4%

41.7%

生ごみ

構成比

一般ごみ 29.3%

合　　　計

資源物

紙類

37.6%

缶類

びん類

プラ類

その他
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５ ごみの発生・排出抑制への取り組み 

５－１ ごみ処理の有料化 

平成 21 年 4月より有料化を実施しています。一般ごみは有料指定ごみ袋を使用し、最大の

指定ごみ袋に入りきらないものや枝などはごみ処理券を使用します。 

平成 22 年 4 月には、市民からの要望により 5 リットル用の指定袋を追加しました。また、

平成 23 年 7 月には、リサイクルの推進や減量化を目的として生ごみの分別を開始したこと

に伴い、生ごみ用の指定袋を追加しました。 

乳幼児がいる家庭などごみの排出抑制が難しい乳幼児世帯や介護認定者世帯、障がい者世

帯、在宅治療者世帯には、一定枚数の指定ごみ袋を無料で交付する支援事業を行っています。 

ごみ処理の有料化の導入にあわせて、指定ごみ袋の未使用、分別が不適切なごみ袋に対す

る警告シール制を導入しました。 

 

表 2-8 ごみ有料化状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-9 警告シール貼付及び不適正排出者指導状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

収集ごみ 自己搬入 備考

2円/㍑（種類：5･10･20･30･40㍑）

90円/1個（最大の辺又は径が45セン
チメートル以下で、かつ、重量が20
キログラム以下のもの）

生ごみ 2円/㍑（種類：3･6･12㍑） 25円/10㌕ 平成23年7月～

大型ごみ 大800円、中650円、小500円 25円/10㌕ 平成21年4月改正

資源ごみ 無料 無料

一般ごみ － 55円/10㌕ 平成23年4月改正

生ごみ － 55円/10㌕ 平成23年7月～

区分

家庭系

事業系

一般ごみ 25円/10㌕ 平成21年4月～

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

警告シール貼付件数（件） 12,727 22,944 24,239 9,470 14,308

指定袋未使用 866 756 864 1,093 1,015

未分別（資源物） 5,150 10,425 10,633 5,283 8,743

容器包装プラ以外 759 1,464 1,597 665 940

資源物汚れ 5,804 10,003 10,504 2,334 3,580

その他 148 296 641 95 30

不適正排出者指導件数（件） 136 72 79 31 15

本人直接指導 97 62 65 21 10

指導書投函 39 10 14 10 5

区分
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５－２ 資源物集団回収奨励金事業 

町内会や小学校・中学校・ＰＴＡで行われている資源物の集団回収を積極的に進めてもら

うため、平成 20年 4 月から資源物集団回収奨励金事業を実施しています。 

奨励金は 1kgあたり 3 円、対象品目は缶類・びん類・古紙類・プラスチック類・古着類で、

いずれも回収業者が引き取るものに限っています。 

 

表 2-10 集団回収実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－３ 廃棄物減量等推進員 

家庭系ごみの排出抑制や資源化に関する市民への啓発、市民と稚内市との相互間の情報交

換や連携・協力、家庭系ごみの分別や排出マナーの指導、地域の環境美化の推進などを目的

として、平成 20年 4 月に廃棄物減量等推進員制度を開始しました。 

平成 31 年 3 月 31 日現在、66 町内中 50 町内から選出があり、236 名の推進員が活動して

います。 

 

５－４ 環境教育推進事業 

子どもたちへの環境やごみに関する学習機会を拡充するため、副読本を活用した学習や施

設見学を実施しています。また、市内の小学校児童を対象とした、清掃標語コンクールを開

催、環境美化とごみ減量化に向けた意識の醸成に努めています。 

 

  

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

16 16 16 15 15

16 16 16 15 13

8 8 8 8 7

2 2 2 2 3

5 5 5 4 2

1 1 0 0 0

0 0 1 1 1

297,397 314,835 314,545 317,335 310,457

3,966 3,031 2,809 2,998 2,695

1,329 1,519 1,549 1,910 1,556

新聞 256,615 274,835 263,763 274,855 263,320

段ボール 16,545 18,681 29,521 21,027 27,152

雑誌 18,066 16,031 16,110 15,707 14,860

紙パック 573 496 663 701 702

41 27 23 0 10

262 215 107 137 162

ペットボトル

古布類

区分

実施数量（kg）

古紙類

登録団体数（団体）

実施団体数（団体）

小中学校

小中ＰＴＡ

町内会

子供会

その他団体

缶類

びん類
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５－５ 買い物袋持参運動 

平成 20 年 10 月に市内の各団体・事業者・市が連携してレジ袋削減に取り組む「レジ袋削

減及び地域の環境保全に向けた取組みに関する協定」を結び、レジ袋辞退率の目標を 80％以

上としました。 

また、市民を対象に開催している「市民講座」でのマイバック製作、広報やイベントでの

啓発など、マイバック持参運動を推進しています。 

 

５－６ 広報・啓発活動 

上記以外にも様々な機会、媒体を通してごみの発生・排出抑制に関する広報啓発活動を実

施しています。主な取り組みを表 2-11に示します。 

 

表 2-11 広報・啓発活動の取り組み状況 

実施項目 概要 

出前講座 
町内会や団体、企業などを対象にごみの分別方法や市のごみの現状など

についての出前講座を開催している。 

ごみ処理施設見学会 
各小中学校や企業・団体等からの申込により、最終処分場・リサイクルセ

ンター・バイオエネルギーセンターの施設見学会を実施している。 

広報わっかない 
市の広報紙である「広報わっかない」に、ごみに関する記事やコラムを掲

載している。 

コミュニテイ FM（FM わっぴー）

の活用 

市の広報番組「市政ふれあい通信」を活用してごみに関する啓発・周知活

動を実施している。 

ガイドブックの作成・配布 
「稚内市分別ガイドブック」を全戸に配布しているほか、転入者には転

入届の際に配布を行っている。 

外国人向けガイドブックの作成 
技能実習生として訪れている外国人向けに、ベトナム語及び中国語のガ

イドブックを作成し配布を行っている。 

イベントにおける啓発・広報 
消費生活展、成人式などにおいて、ごみに関するパネル展示による啓発・

広報を実施している。 
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６ 収集運搬 

６－１ ごみ分別区分 

稚内市では、段階的にごみの分別を拡大しました。現在の分別区分は 4種 20 分類となって

います。 

 

表 2-12 ごみ分別区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６－２ 収集運搬体制 

現在の収集運搬体制を以下に示します。 

 

表 2-13 収集運搬体制 

1.収集体制 

一般ごみ ： 委託業者収集 

生ごみ  ： 委託業者収集  ※廃食用油含む 

大型ごみ ： 委託業者収集 

資源物  ： 委託業者収集 

2.収集方式 
ステーション方式（一部路線収集方式） 

大型ごみは戸別収集方式 

3.収集頻度 

一般ごみ ： 2回/週 

生ごみ  ： 2回/週  ※廃食用油含む 

大型ごみ ： 2回/月（一部 1 回/月） ※事前申込み制 

資源物  ： 1回/週 

4.収集車両 

一般ごみ ： パッカー車 3 台 

生ごみ  ： パッカー車 2 台  ※バイオガス車 

資源物  ： 分別収集車 5 台、パッカー車 2 台  計 7 台 

5.手数料 
一般ごみ、生ごみ、大型ごみ ： 有料  ※廃食用油は無料 

資源物           ： 無料 
  

種類 分類 H8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26～

1．一般ごみ ①一般ごみ →

2．生ごみ ②生ごみ → H23.7

3．大型ごみ ③大型ごみ →

④缶
⑤びん
⑥ペットボトル
⑦紙パック

→

⑧新聞紙
⑨雑誌
⑩段ボール
⑪その他の紙

→

⑫古衣類
⑬蛍光灯
⑭乾電池

→

⑮金属類
⑯容器包装ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
⑰白色トレイ

→

⑱水銀使用の
　 温度計・体温計

→

⑲廃食用油 → H23.7

⑳小型家電 →

4．資源物
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７ 中間処理 

７－１ 稚内市リサイクルセンター 

稚内市リサイクルセンターは、資源物の資源化を目的とした中間処理施設で、缶、びん、

ペットボトル、容器包装プラスチック、白色トレイ、金属類、乾電池、蛍光灯、水銀使用の

体温計・温度計の処理を行っています。 

なお、紙類（紙パック、新聞紙、雑誌、段ボール、その他の紙）は、市内古紙業者に処理

委託しています。古着類は、市内福祉団体に処理委託しています。 

 

表 2-14 稚内市リサイクルセンターの概要 

1.所在地 稚内市若葉台 1845-1 

2.建築仕様 鉄骨造平屋建 

3.延床面積 320ｍ2 

4.処理方式 

缶          ： 選別圧縮（選別圧縮機 4.2t/日） 

びん         ： 手選別 

ペットボトル     ： 圧縮成型（ペットボトル減容器 1.5t/日） 

容器包装プラスチック ： 圧縮成型（容器包装プラスチック機 1.54t/日） 

白色トレイ      ： 減容固化（白色トレイ減容器 0.037t/日） 

金属類        ： 手選別 

乾電池、蛍光灯、水銀使用の体温計・温度計 ： 保管 

 

７－２ 稚内市バイオエネルギーセンター 

稚内市バイオエネルギーセンターは、PFI事業により整備を行い、平成 24 年 4月より管理

運営を開始しました。これまで直接埋立を行っていた生ごみのほか、紙類、廃食用油、下水

道汚泥、水産廃棄物をあわせて処理しています。微生物による発酵により減容化を行うとと

もに、発酵の過程で発生するバイオガスをエネルギーとして活用しています。 

 

表 2-15 稚内市バイオエネルギーセンターの概要 

1.所在地 稚内市新光町 1789 番地 

2.建築仕様 鉄骨造地下 1 階地上 2階建 

3.延床面積 2,062ｍ2 

4.受入対象物 生ごみ、紙類、廃食用油、下水道汚泥、水産廃棄物 

5.処理方式 
メタン発酵バイオガス方式（中温発酵） 

受入処理能力 34 t/日 

6.運営期間 平成 24 年 4月～令和 9 年 3月 
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８ 最終処分 

稚内市廃棄物最終処分場は、PFI 事業により整備を行い、平成 19 年 10 月より管理運営を

開始しました。埋立地を屋根で覆った被覆型（クローズド型）処分場で、周辺環境に配慮し

た最終処分場です。現在は第 4区画目にて埋立を行っています。 

 

表 2-16 稚内市廃棄物最終処分場の概要 

1.所在地 稚内市新光町 1789 番地 

2.処分場形式 覆蓋型最終処分場（4区画・移動式） 

3.埋立面積 27,000ｍ2 

4.埋立容量 189,000ｍ3 

5.埋立対象物 一般ごみ、大型ごみ、中間処理残さ、産業廃棄物 

6.浸出水処理施設 
生物処理・凝集沈殿・砂ろ過・活性炭処理 

処理能力 30ｍ3/日 

7.運営期間 平成 19 年 10 月～令和 2 年 11 月 
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９ その他の取り組み 

９－１ 不法投棄防止活動 

不法投棄の防止と不法投棄が発生した場合に迅速かつ的確に対応するため、各関係機関及

び警察等と連携するとともに、専門の職員を雇用しパトロールとごみの回収を行っています。

また、毎年 5月 30日（ごみゼロの日）に、市内大型店舗にて、北海道宗谷総合振興局及び北

海道産業資源循環協会との共催で不法投棄防止街頭啓発を実施しています。 

 

９－２ 漂着ごみ対策 

海浜地に漂着するごみは、本来海岸管理者が処理すべきところですが、ごみの放置は景観

上の問題やさらには不法投棄を助長する原因にもなりかねないことから、平成 20 年度より

海岸一斉清掃（海岸クリーン作戦）を実施しています。 

 

表 2-17 海岸クリーン作戦の実績 

 

 

 

 

 

 

 

９－３ ボランティアごみ処理券 

家庭系ごみの有料化の実施に伴い、道路・公園・河川・海浜地等の公共の場所の清掃ボラ

ンティア活動に対して無償でごみを受入れする制度を導入しています。 

 

表 2-18 ボランティアごみ処理券の交付実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回収量 団体数 人数

（ｔ） (団体） (人）

平成26年度 6月1日 坂の下海岸 3.4 70 500

平成27年度 雨天中止 声問海岸 － － － 

平成28年度 6月5日 坂の下海岸 2.8 40 450

平成29年度 6月4日 声問海岸 1.7 61 400

平成30年度 6月3日 声問海岸 1.6 63 380

年度 月日 場所

学校 個人 団体 町内会 計 学校 個人 団体 町内会 計

申請数（件） 1 0 4 44 49 1 0 20 12 33 82

交付枚数（枚） 20 0 135 2,700 2,855 － － － － － 2,855

申請数（件） 1 0 3 38 42 1 0 20 15 36 78

交付枚数（枚） 10 0 170 2,230 2,410 － － － － － 2,410

申請数（件） 1 1 3 42 47 1 0 15 12 28 75

交付枚数（枚） 8 20 235 2,600 2,863 － － － － － 2,863

申請数（件） 1 1 7 33 42 1 0 19 12 32 74

交付枚数（枚） 8 20 290 1,775 2,093 － － － － － 2,093

申請数（件） 2 0 3 29 34 1 0 13 12 26 60

交付枚数（枚） 38 0 100 1,415 1,553 － － － － － 1,553

承認書

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

区分
処理券

合計
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９－４ ごみステーション設置助成事業 

家庭系ごみの有料化による財源を活用して、平成 21 年度より町内会等が設置するごみス

テーション費用についての助成制度を開始しました。 

また、ごみステーションの改修や消耗品の支援、消毒液の提供、ごみステーションに不法

投棄されたごみの撤去など、ごみステーション周辺の美化対策への支援を行っています。 

 

表 2-19 ごみステーション設置助成の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-20 ごみステーション設置助成限度額 

 

 

 

 

 

  

大 中 小 大 中 小 大 中 小 大 中 小 大 中 小

0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 5 0 0 1

大 中 小 大 中 小 大 中 小 大 中 小 大 中 小

3 4 5 2 7 4 2 5 2 3 5 0 3 5 3

大 中 小 大 中 小 大 中 小 大 中 小 大 中 小

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

区分

助成決定団体数（町内会）

設置助成金額（円）

平成26年度

1,498,800

取替

9

13

1

12

増設

0

平成28年度 平成29年度 平成30年度

新設・取替件数（基）

新設

平成27年度

10

14

1

9

12

1

13

1,491,420

9

13

2

9

1,450,620

0 2

11

1,410,000

10

14

6

8

1,419,516

0 0

区分 助成限度額 備考

大型ごみステーション 150,000円 概ね幅2.80ｍ×高さ2.10ｍ×奥行き1.25ｍ

中型ごみステーション 120,000円 概ね幅1.80ｍ×高さ2.10ｍ×奥行き1.25ｍ

小型ごみステーション 90,000円 概ね幅1.50ｍ×高さ1.50ｍ×奥行き1.00ｍ
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１０ ごみ処理費用 

１０－１ ごみ処理費用 

平成 30 年度におけるごみ処理経費は約 9.3 億円、人口一人あたりに換算すると約 27,000

円となっています。平成 30年度は施設建設費の増加に伴い経費も増加しました。 

 

表 2-21 ごみ処理経費 

 

 

 

 

 

 

 

※処理費：収集運搬から最終処分までごみ処理に関わる処理費や委託費（産業廃棄物処理に関わ

る費用は含まず） 

※人件費：ごみ処理に関わる稚内市職員人件費 

※施設建設費：施設整備に関わる建設費や調査計画費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-8 ごみ処理経費 

 

１０－２ ごみ処理単価 

平成 30 年度における一般廃棄物の処理単価は約 28,200 円/t、資源物の処理単価は約

40,700円/tとなっています。一般廃棄物の処理単価は概ね横這いで推移していますが、資

源物の処理単価は増加傾向にあります。 

 

  

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

処理費 千円 439,656 434,954 436,267 449,535 490,536

人件費 千円 17,954 23,101 22,805 23,405 27,859

施設建設費 千円 188,917 206,902 249,122 153,390 382,783

その他 千円 29,397 26,967 25,307 27,877 27,457

合　計 千円 675,924 691,924 733,501 654,207 928,635

人　口 人 36,945 36,325 35,675 34,991 34,340

一人あたり経費 円/人 18,295 19,048 20,561 18,696 27,042

区分

439,656 434,954 436,267 449,535 490,536

17,954 23,101 22,805 23,405
27,859

188,917 206,902 249,122
153,390

382,78329,397 26,967
25,307

27,877

27,457

18,295 19,048
20,561

18,696

27,042

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度

一
人
あ
た
り
経
費

ご
み
処
理
経
費

処理費 人件費 施設建設費 その他 一人あたり経費

［千円］ ［円/人］
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表 2-22 ごみの種類別の処理費・処理単価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 2-9 ごみの種類別の処理費・処理単価 

 

  

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

一般廃棄物 千円 306,780 302,837 305,575 324,004 367,029

資源物 千円 132,876 132,117 130,692 125,531 123,507

一般廃棄物 ｔ/年 14,153 13,833 13,176 12,749 13,030

資源物 ｔ/年 3,211 3,265 3,142 3,204 3,032

一般廃棄物 円/ｔ 21,676 21,892 23,192 25,414 28,168

資源物 円/ｔ 41,382 40,465 41,595 39,179 40,734

※処理費：収集及び処理に係る経費、建設費、人件費等は含まない

※排出量/資源物：集団回収分を含まない

処理費

排出量

処理単価

区分

21,676 21,892
23,192

25,414
28,168

41,382
40,465 41,595

39,179 40,734

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

ご
み
1
ト
ン
あ
た
り
処
理
単
価

一般廃棄物 資源物

［円/ｔ］
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１１ ごみ処理の課題 

（１） ごみ排出量削減に向けた取り組みの推進 

平成 29 年度における道内 35 都市の一人一日あたりごみ排出量を表 2-23 に示していま

すが、稚内市は 35 都市中 2 番目に排出量が多くなっています。平成 21 年度からごみ処理

の有料化が始まり、平成 20 年度から平成 21 年度にかけて一人一日あたりごみ排出量は

1,449ｇ/人・日から 1,221ｇ/人・日と大きく減少しました。平成 30 年度の一人一日あたりご

み排出量は 1,331ｇ/人・日であり、平成 21 年度より 9.0％増加しています。一人一日あたり

ごみ排出量が高い原因を究明してその対策を講じ、ごみ排出量の削減に努める必要があり

ます。 

 

（２） リサイクル率向上のための取り組みの推進 

平成 29 年度における道内 35 都市のリサイクル率を表 2-23 に示していますが、稚内市

は 35 都市中 18 番目となっています。資源物の分別拡大を段階的に行ってきた効果及び資

源物集団回収奨励金事業導入の効果により、リサイクル率は順調に増加しましたが、さら

なるリサイクル率の向上を目指し、資源物の分別徹底を図る必要があります。 

 

（３） 最終処分量削減のための取り組みの推進 

最終処分量は、ごみ処理体系の変更やリサイクルの推進などにより減少しましたが、一

般ごみを直接埋立しているため、ごみ排出量に占める最終処分量の割合は高くなっていま

す。最終処分場の延命化を図るためにも、ごみ排出量の削減に努めるほか、分別の徹底を

図ることにより一般ごみに含まれる生ごみや資源物の量を減らし、最終処分量を削減する

ことが必要です。 

 

（４） ごみ出しルール・マナー向上のための取り組みの推進 

ごみ出しルールやマナーは、これまでの取り組みで改善されてきているものの、依然と

してごみ出しルールやマナーの悪い排出行動が見られます。改善に向けた取り組みを推進

する必要があります。 

 

（５） 生ごみの分別徹底の推進 

平成 24年度から稚内市バイオエネルギーセンターが運営開始し、生ごみ等の処理が開始

されていますが、生ごみの搬入量が計画受入値よりも少ない状況です。その原因の一つと

して、生ごみの分別が不十分で一般ごみとして排出されていることが考えられます。生ご

みの分別徹底を図る必要があります。 

 

（６）リサイクルセンターの整備 

稚内市リサイクルセンターは、耐用年数が経過して老朽化が進んでいます。また、資源

物の対象品目を段階的に増やしてきましたが、この品目拡大に応じて処理棟を増設してき

たため機能的でないなどの課題があります。このため、現在新たな施設の建設事業を進め

ていますが、現状の課題などを踏まえ、機能的かつ効率的な処理が行える施設を整備する

ことが求められます。  
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（７） ごみ処理費用削減のための取り組みの推進 

ごみ処理単価が増加傾向にあります。今後も厳しい財政状況が見込まれることから、で

きる限り経費を抑えたごみ処理を進めるとともに、中間処理施設や最終処分場を長く使用

することが必要です。 

 

表 2-23 道内 35都市の一人一日あたりごみ排出量とリサイクル率（平成 29 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

原単位 リサイクル率
（ｇ/人・日） （％）

1 留萌市 796 1 富良野市 55.0

2 恵庭市 818 2 北斗市 52.1

3 赤平市 826 3 恵庭市 36.2

4 美唄市 840 4 苫小牧市 30.8

5 網走市 872 5 芦別市 29.6

6 石狩市 880 6 赤平市 27.8

7 札幌市 880 7 札幌市 27.3

8 北斗市 892 8 伊達市 26.4

9 富良野市 899 9 帯広市 25.5

10 岩見沢市 909 10 江別市 24.7

11 江別市 909 11 紋別市 23.6

12 深川市 920 12 歌志内市 23.5

13 帯広市 927 13 網走市 23.3

14 歌志内市 938 14 美唄市 23.3

15 旭川市 938 15 砂川市 23.2

16 芦別市 955 16 北広島市 22.9

17 紋別市 958 17 旭川市 22.8

18 北広島市 966 18 稚内市 22.8

19 士別市 976 19 石狩市 22.3

20 北見市 978 20 留萌市 22.3

21 名寄市 982 21 室蘭市 21.5

22 千歳市 1,018 22 岩見沢市 21.2

23 夕張市 1,046 23 三笠市 20.7

24 滝川市 1,063 24 滝川市 20.7

25 砂川市 1,073 25 深川市 20.6

26 登別市 1,090 26 名寄市 19.9

27 釧路市 1,128 27 根室市 19.4

28 函館市 1,130 28 北見市 19.3

29 小樽市 1,151 29 釧路市 19.0

30 苫小牧市 1,157 30 小樽市 16.8

31 室蘭市 1,170 31 函館市 15.1

32 伊達市 1,245 32 士別市 12.7

33 三笠市 1,249 33 千歳市 12.7

34 稚内市 1,299 34 登別市 11.9

35 根室市 1,522 35 夕張市 7.7

北海道平均 961 北海道平均 24.3

全国平均 920 全国平均 20.2

出典：環境省「一般廃棄物処理実態調査」

順位 順位 都市名都市名
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１ 計画の方向性 

１－１ 第５次稚内市総合計画に基づく方向性 

稚内市のまちづくりは、「第 5 次稚内市総合計画」に基づき進めています。「海と大地と風

の恵み 人が輝き挑戦し続けるまち稚内」を将来都市像として掲げ、5 つの基本目標を示し

ています。 

総合計画におけるごみ処理の目標の達成及び施策の実行に努めます。 

 

（１） 循環型社会の形成 

大量生産・大量消費・大量廃棄の社会構造から脱却し、天然資源の使用を抑えて環境に

負荷をかけない循環型社会の形成が求められています。これまでも取り組みを進めてきま

したが、市民・事業者・市の協働によるごみの発生抑制・再使用・再生利用を一層進め、

循環型社会の形成に努めます。 

 

（２） ごみ排出量の抑制 

稚内市では、一人一日あたりごみ排出量が多く、発生・排出抑制に重点的に取り組む必

要があります。令和 10 年度の一人一日あたりごみ排出量 940g/人･日を数値目標として掲

げ、ごみ排出量の抑制に努めます。 

 

（３） 住みよい生活環境の確保 

地域・団体が行う地域清掃活動等の美化活動に対する支援を行い、良好な生活環境の確

保に努めます。また、ごみ出しマナーの徹底などの啓発活動を促進し、環境美化の意識を

高めます。 

 

（４） 低炭素社会の形成 

生ごみ等の廃棄物系バイオマスを変換してエネルギー活用する取り組みを継続して化石

燃料の使用削減を図り、低炭素社会の形成に努めます。 

 

１－２ 国の計画等に基づく方向性 

（１） 循環型社会形成の推進 

平成 30年 6月に策定された「第四次循環型社会形成推進基本計画」では、将来像として

7項目を掲げ、その実現に向けて国が講ずべき施策を示しています。 

稚内市においては、生ごみ等のエネルギー活用、資源物の分別収集・リサイクル、ごみ

の適正処理等に取り組んできましたが、その充実を図る一方、新たな取り組みの検討等に

より、さらなる循環型社会の形成に努めます。 

 

  

第２章 基本方針 
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（２） ごみ量削減の推進 

平成 28年 1月に見直しが行われた「廃棄物処理基本方針」では、食品の適量購入等によ

る食品ロスの削減、自ら排出するごみの排出抑制、事業者が排出するごみの排出抑制への

協力などが国民の役割として示されています。 

稚内市における一人一日あたりごみ排出量が多いことを踏まえ、ごみ排出量削減に向け

て市民・事業者の意識向上に努めるほか、市民・事業者との協働による取り組みを進めま

す。 

 

１－３ ごみ処理の課題を踏まえた方向性 

（１） ３Ｒの推進 

これまでの各種施策等により、リサイクル率の向上及び最終処分量の削減については、

一定の成果を挙げてきました。しかしながら、一人一日あたりごみ排出量は、他都市との

比較において 35市中 2 番目に多く、また、一般ごみを直接埋立しているため、ごみ排出量

に占める最終処分量の割合が高くなっています。 

これらの指標を向上させるため、①廃棄物の発生・排出抑制（リデュース：Reduce）、②

再使用（リユース：Reuse）、③再生利用（リサイクル：Recycle）のいわゆる３Ｒをさらに

推進することが重要となります。このため、引続き市民・事業者・市が協働して３Ｒの取

り組みを進めます。 

 

（２） ごみの分別排出の向上 

リサイクル及び適正処理の推進には、適正なごみの分別排出が重要となります。稚内市

では、段階的にごみの分別拡大を図ってきており、その都度啓発等による市民・事業者へ

の周知に努めてきましたが、引き続き啓発等を行い、ごみの分別排出の向上を進めます。 

 

（３） ごみ出しマナー向上 

ごみ出しルールやマナーはこれまでの取り組みで改善されてきましたが、依然としてご

み出しルールやマナーの悪い排出行動が見られます。これらの改善に向けた取り組みを推

進します。 

 

（４） 廃棄物処理施設の整備 

排出されたごみのリサイクルやエネルギー活用、適正処理を推進するために必要な中間

処理施設や最終処分場について、計画的に整備を行います。 

 

（５） ごみ処理費用削減に向けた取り組み 

今後も厳しい財政状況が見込まれる中、できる限り経費を抑えたごみ処理を進めるとと

もに、中間処理施設や最終処分場においては、できるだけ長く使用するためストックマネ

ジメントの手法を取り入れ、ごみ処理費用の低減に向けた取り組みを推進します。 
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２ 基本方針 

２－１ ごみ処理の方向 

上記の計画の方向性から、稚内市が目指すごみ処理の方向を「循環型社会の形成に向けた

さらなる取り組みの推進」とします。 

循環型社会形成推進法では、ごみ処理の優先順位が示されており、①発生抑制、②再使用、

③再生利用、④熱回収、⑤適正処分となっています。これを踏まえ、循環型社会の形成を推

進します。 

 

 

 

 

 

２－２ 計画の推進方策 

本計画のごみ処理の方向として掲げる「循環型社会の形成に向けたさらなる取り組みの推

進」の達成に向け、市民・事業者・市が共通の理解をもち、ともに協力していくことが大切

です。そして、ごみ排出抑制・リサイクルの推進などにより環境負荷をできる限り少なくし、

ごみとして排出されたものを適正処理していく体制を確保していくことが大切です。 

そこで、本計画では次の 6つの推進方策を掲げ、各種施策を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

稚内市が目指すごみ処理の方向 

「循環型社会の形成に向けたさらなる取り組みの推進」 

推進方策１ ： ごみ発生・排出抑制の推進 

推進方策２ ： ごみの再使用・再生利用の推進 

推進方策３ ： エネルギー利活用の推進 

推進方策４ ： ごみの適正処理の推進 

推進方策５ ： 地域の環境保全の推進 

推進方策６ ： 地域振興に貢献する取り組みの推進 
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３ 市民・事業者・市の役割 

「循環型社会の形成に向けたさらなる取り組みの推進」に向けて、市民・事業者・市がそ

れぞれの役割を理解し、各種取り組みを進めていきます。 

 

３－１ 市民の役割 

市民は、ごみの排出者であるという自覚・責任をもち、自らの生活様式を見直し、ごみ排

出抑制やリサイクルに努めることが大切です。そして、ごみ問題に対する関心と理解を深め、

循環型のまちづくりを推進する取り組みに積極的に参加・協力することが求められます。 

 

３－２ 事業者の役割 

事業者は、事業活動に伴って生じるごみについて、排出抑制に努めたうえで自らの責任に

おいて適正に処理する必要があります。また、生産・製造・サービス提供などあらゆる過程

において、製品やサービスがごみとならないよう配慮することが求められます。 

 

３－３ 市の役割 

稚内市は、一般廃棄物の処理責任者として、ごみの分別徹底の啓発、ごみの適正処理を推

進します。また、市民や事業者がごみ排出抑制やリサイクルに向けた行動を円滑に行えるよ

う、情報提供などによる啓発や自主・自発的活動の促進に努め、市民・事業者との協働によ

る循環型のまちづくりに積極的に取り組みます。 
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１ 数値目標 

１－１ 一人一日あたりごみ排出量 

稚内市の一人一日あたりごみ排出量は、平成 30 年度において 1,331ｇ/人･日です。平成 29

年度（最新統計年）の比較では、北海道及び全国の値を大きく上回っており、北海道より 35％、

全国より 41％多くなっています。 

平成 21 年 4 月に開始した家庭系ごみの有料化によりごみ排出量は減少しましたが、それ

以降はごみ排出量削減が進んでいない状況にあり、ごみ排出量削減に向けて重点的に取り組

む必要があります。 

第 5 次稚内市総合計画では、令和 10 年度の一人一日あたりごみ排出量目標を掲げており、

940ｇ/人･日としています。本計画では、総合計画の目標をもとに、目標年次において 900ｇ

/人･日を目標とします。 

 

１－２ リサイクル率 

稚内市のリサイクル率は、平成 30 年度において 21.6％です。資源物の分別品目の拡大や

分別排出の徹底により向上しましたが、近年は伸び悩んでいます。 

平成 29 年度（最新統計年）の比較では、全国の値は上回っていますが、北海道の値よりは

低くなっています。循環型社会の形成に向けて、資源物や生ごみの分別排出を徹底し、資源

化を推進する必要があります。 

第 5次稚内市総合計画では、令和 10年度のリサイクル率目標を掲げており、30％としてい

ます。本計画では、総合計画の目標をもとに、目標年次において 30％を目標とします。 

 

１－３ 最終処分量 

ごみ排出量の削減及びリサイクル率の向上の推進と中間処理による減量化により、最終処

分量の削減を図ります。 

目標年次において、平成 30年度の最終処分量の約 59％削減を目標とします。 

 

１－４ 数値目標 

本計画における数値目標を以下に示します。 

 

表 2-24 本計画の数値目標 

 

 

 

 

 

  

第３章 ごみ量の見通し 

平成30年度 令和6年度 令和11年度 令和16年度

（現状） （中間目標） （中間目標） （目標年次）

一人一日あたりごみ排出量 ｇ/人･日 1,331 1,114 933 900

リサイクル率 ％ 21.6 26.4 30.0 30.0

最終処分量 ｔ/年 12,354 8,487 5,915 5,079

区分
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２ ごみ排出量の見通し 

家庭系ごみ排出量は、目標年次において平成 30 年度から約 51％削減し、4,958t/年と予

測します。人口減少により 2,374t/年（23.6％）、ごみ排出抑制により 2.717t/年（27.0％）

削減します。 

事業系ごみ排出量は、目標年次において平成 30 年度から約 52％削減し、3,205t/年と予測

します。人口減少により 1,535t/年（23.1％）、ごみ排出抑制により 1,893t/年（28.5％）削

減します。 

なお、ごみ排出量予測に必要な行政区域内人口は、稚内市人口ビジョンにおける推計値と

します。 

 

表 2-25 ごみ排出量の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-10 ごみ排出量の見通し 

 

  

平成30年度 令和6年度 令和11年度 令和16年度

（現状） （中間目標） （中間目標） （目標年次）

家庭系ごみ ｔ/年 10,049 7,657 5,772 4,958

事業系ごみ ｔ/年 6,633 4,952 3,733 3,205

合計 ｔ/年 16,682 12,609 9,505 8,163

区分

家庭系ごみ

10,049ｔ/年

家庭系ごみ

4,958ｔ/年

ごみ排出抑制

による減量

2,717ｔ/年

人口減少に

よる減量

2,374ｔ/年

平成30年度

（実績）

令和16年度

（目標年次）

事業系ごみ

6,633ｔ/年

事業系ごみ

3,205ｔ/年

ごみ排出抑制

による減量

1,893ｔ/年

人口減少に

よる減量

1,535ｔ/年

平成30年度

（実績）

令和16年度

（目標年次）
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３ ごみ処理量の見通し 

目標年次におけるごみ処理フローを以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-11 ごみ処理フロー（目標年次） 

 

  

家庭系ごみ 

4,958ｔ 

事業系ごみ 

3,205ｔ 

 
 

集団回収 

148ｔ 

計画収集ごみ・直接搬入ごみ 

8,015ｔ 

一般廃棄物 排出量 

8,163ｔ       （人口 24,849 人） 

資源物 

2,087ｔ 

生ごみ 

1,398ｔ 

一般ごみ 

4,071ｔ 

大型ごみ 

11ｔ 

その他 

448ｔ 

リサイクルセンター 

743ｔ 

バイオエネルギーセンター 

1,398ｔ 

最終処分場 

5,079ｔ 

民間事業者 

1,492ｔ 

残渣 549ｔ 
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１ ごみの発生・排出抑制の推進 

循環型社会の形成において、まずはごみとなるものを抑制する発生・排出抑制が大切であ

り、ごみを発生・排出する市民や事業者自らが取り組みを実践する必要があります。稚内市

はその取り組みが効果的に行われるための施策を展開します。 

 

１－１ 市民の行動 

（１） ごみを発生させない生活様式の定着 

ごみの発生・排出抑制の取り組みの第一歩は、ごみとなるものを買わない、持ち込まな

い、ものを使いきるといった生活様式を進めることが重要です。詰め替え製品や長寿命製

品の購入など、ごみを発生させない生活様式の定着に努めます。 

 

（２） 容器包装廃棄物等の発生抑制 

容器包装廃棄物は、適切に分別することによってリサイクルされますが、循環型社会の

形成においてはその排出を抑制することも必要です。マイバックを持参してレジ袋を削減

するほか、リターナブル容器の利用促進や簡易包装への協力などにより、容器包装廃棄物

等の発生抑制に努めます。 

 

（３） 生ごみの発生・排出抑制 

家庭から排出される生ごみには、食べ残しや手つかずの食品といった食品ロスが多く含

まれており、食べ切りや食材の使い切りによる食品ロスの削減は、食べ物を無駄にしない

ということだけでなく、ごみの削減にもつながります。また、生ごみには、水分が多く含

まれており、生ごみを捨てる前に乾燥させたり水切りを行うことで、生ごみの水分を減ら

すことができます。このため、食品ロス削減や水切りなどの行動実践に努めます。 

 

１－２ 事業者の行動 

（１） 環境に配慮した事業活動の推進 

環境配慮製品の購入、両面印刷の励行、社内用資料の裏紙使用による紙ごみの削減など

環境に配慮した事業活動に努めます。 

 

（２） 食品廃棄物の発生抑制 

飲食店やホテル・旅館から排出される食品廃棄物は、特に観光シーズンにおいて多量に

発生します。食品廃棄物は、食品リサイクル法により食品の製造・加工、流通、飲食物を

提供する事業者すべてが発生抑制・再生利用・減量の取り組みを求められます。このため、

食品廃棄物関連事業者は、この法律に基づき食品廃棄物の発生抑制に努めます。 

 

  

第４章 計画の推進方策 
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（３） ごみを発生させない事業活動の推進 

事業者は、事業系ごみの排出者として自覚を持って行動することはもちろんのこと、市

民等への商品やサービスを提供する立場の事業者にあっては、環境に配慮して使い捨て製

品の製造販売や過剰包装の自粛、製品の長寿命化や使用済み製品の引き取りなど、ごみを

発生させない事業活動に努めます。 

 

１－３ 市の行動 

（１） 環境教育・普及啓発の充実 

稚内市のホームページやポスター・パネル等による情報提供を充実させるとともに、ご

みの発生・排出抑制を促進させるための広報や環境副読本等の充実を図っていきます。ま

た、ごみ処理について理解を深めてもらうため、出前講座・説明会の開催、ごみ処理施設

の見学会を実施していきます。 

 

（２） 買い物袋持参運動 

市内の各団体・事業者・市が連携して「レジ袋削減及び地域の環境保全に向けた取組み

に関する協定」を結んでいますが、マイバック持参等によりレジ袋辞退率 80％以上を目標

に取り組みを進めていきます。古布や古新聞など様々な素材を利用してマイバックなどを

作る「リフォーム教室」を開催し、マイバックの製作や持参を推進していきます。 

 

（３） 多量のごみ排出事業者に対する減量化指導の徹底 

多量に事業系一般廃棄物を排出する事業者に対して、ごみの発生・排出抑制の徹底を啓

発するほか、ごみ排出量の見込みやその排出抑制等の計画を策定するなど、多量排出事業

者自らが対策を講ずるよう指導していきます。 

 

（４） ごみ処理の有料化 

ごみ処理の有料化は、ごみの排出抑制等を目的に導入し、一般ごみ・生ごみは有料指定

ごみ袋、大型ごみは処理券を市民が購入することにより、ごみ処理手数料の徴収を行って

います。今後の動向によっては、ごみ処理手数料の見直しを検討します。 

ごみの排出抑制等が難しい乳幼児世帯や介護認定者世帯、障がい者世帯、在宅治療者世

帯については、一定枚数の指定ごみ袋を無料で交付する支援事業を継続していきます。 

 

（５）食品ロスの削減 

宴会等の外食時に食べ残しを減らすため、「食べきれない量の注文をしない」、「3010 運

動の推進」などの呼びかけを行っていきます。 
 

※3010運動とは、宴会等の外食時において、①開始後 30 分は席を立たずに食事を楽しむ、②終了 10 分前には

自分の席に戻って再度料理を楽しむという全国で展開されている運動のこと 
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２ ごみの再使用・再生利用の推進 

ごみとして排出されたものは、再使用や再生利用を進めます。再使用や再生利用を推進す

るため、市民・事業者・市が取り組む内容を定めます。 

 

２－１ 市民の行動 

（１） 資源物集団回収の促進 

資源物の集団回収は、直接ごみの排出抑制につながり資源として活用されるとともに、

その活動を通じて環境意識の向上が期待できます。平成 20 年度より実施している資源物集

団回収奨励金事業を活用してごみの再使用・再生利用に努めます。 

 

２－２ 事業者の行動 

（１） 資源物の再生利用の促進 

商品や物品の流通において使用されるダンボール等のほか、缶・びん・ペットボトル等

の容器包装が事業活動によって発生します。これらの資源物は、事業者自らが回収業者に

直接引き渡して再生利用に努めます。 

 

（２） 環境物品の利用促進 

ごみの循環利用促進のためには、再生品の利用拡大が重要です。事務作業等で使用する

物品について、使い捨て商品ではなく、エコマーク商品等の環境物品を利用するよう努め

ます。 

 

２－３ 市の行動 

（１） 資源物集団回収の促進 

平成 20年度から実施している資源物集団回収奨励金事業は、市民の自主的な活動と回収

業者が連携し、それを稚内市が支援するという市民・事業者・市の三者の協働による取り

組みです。市民は資源物の売却金と奨励金を各団体の活動資金として活用でき、回収業者

は効率的に資源物が回収できます。今後も資源物集団回収奨励金事業を通じて多くの資源

物が回収されるよう周知していきます。 

 

（２） 資源物の再生利用の促進 

市民が分別した資源物は、リサイクルセンターにおいて、または委託業者により選別・

圧縮等の処理を行い再生利用します。資源物がリサイクルセンター等でどのように処理さ

れ、その後どのように再生利用されているかについて広報し、資源物の分別排出の必要性

や重要性を広く周知します。 
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（３） 生ごみの再生利用の促進 

市民が分別した生ごみは、バイオエネルギーセンターにおいて処理を行い、エネルギー

利用及び肥料化利用します。生ごみがバイオエネルギーセンターでどのように処理され、

その後どのようにエネルギー利用及び肥料化利用されているかについて広報し、生ごみの

分別排出の必要性や重要性を広く周知します。 

 

（４） 繊維リサイクルの促進 

稚内市の施設に設置した繊維（古衣類）回収ボックスにおいて衣類の回収を行う施策を

継続し、リサイクルを促進します。取り組みについて積極的に周知するほか、回収ボック

ス設置場所の増設検討などにより回収拡大を図ります。 

 

（５） 小型家電リサイクルの促進 

稚内市の施設に設置した小型家電回収ボックスにおいて小型家電の回収を行う施策を継

続し、リサイクルを促進します。取り組みについて積極的に周知するほか、回収ボックス

設置場所の増設検討などにより回収拡大を図ります。 

 

（６） フリーマーケットに関する情報提供 

フリーマーケットは、不要となったものを有効活用でき、ごみを減らすための再使用に

もつながる取り組みです。稚内市内で開催されるフリーマーケットの情報提供を行ってい

きます。 

 

（７） 環境物品の利用促進 

エコマーク商品や北海道が認定するリサイクル製品等の環境物品を率先して利用します。 
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３ エネルギー利活用の推進 

３－１ 生ごみ等のバイオマスの有効活用 

稚内市バイオエネルギーセンターでは、生ごみのほか、廃食用油、紙類、下水道汚泥、水

産廃棄物を発酵処理し、減容化を行うとともに、発酵の過程で発生するバイオガスをエネル

ギーとして活用しています。具体的には、発電をして施設内及び最終処分場で電力利用する

ほか、余剰電力は電力会社に売電しています。また、温水供給によるメタン発酵槽の加温や

室内暖房、ロードヒーティング、蒸気供給による発酵残渣物の乾燥を行っています。さらに、

天然圧縮ガスを精製し、生ごみ収集車両に燃料供給をしています。 

この施設を循環型社会形成及び低炭素社会形成のための中核施設と位置づけ、ごみの適正

処理及び廃棄物系バイオマスの有効活用を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-12 稚内市バイオエネルギーセンターの処理フロー 

 

３－２ ごみ収集車両へのクリーンエネルギーの利用 

生ごみ収集車両は、稚内市バイオエネルギーセンターにおいて天然圧縮ガスの供給を受け

て走行しており、今後も利用を継続していきます。また、ごみ収集車両の更新の際には、圧

縮天然ガス車やハイブリッド車、クリーンディーゼル車等のクリーンエネルギー車の導入を

推進します。 
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４ ごみの適正処理の推進 

再使用や再生利用ができないごみは、環境負荷を最小限に抑えた方法で適正に処理します。

適正処理を推進するため、市民・事業者・市が取り組む内容を定めます。 

 

４－１ 市民の行動 

（１） 適正な分別の徹底 

再生利用や適正処理のためには、処理方法に応じてごみを分別する必要があります。稚

内市が定めるごみの分別区分に従って排出するよう努めます。 

 

４－２ 事業者の行動 

（１） 適正な事業系ごみの処理 

事業活動に伴って排出されるごみの処理責任は、排出した事業者にあります。事業系ご

みは、事業者自らの責任において発生・排出抑制、再使用、再生利用に努めるとともに、

稚内市の施設へごみを搬入する際は、稚内市が定めるごみの分別区分に従って排出するよ

う努めます。 

 

４－３ 市の行動 

（１） 適正処理の推進 

環境負荷をできるだけ少なくする方法でごみの処理を行います。また、処理施設の維持

管理を適正に行います。 

 

（２） 生ごみ等のバイオマスの直接埋立の廃止 

生ごみ等の有機性廃棄物は、埋立処分するとメタンガスが発生します。メタンガスは二

酸化炭素とともに温室効果ガスの一つであり、二酸化炭素の 21 倍も温室効果があるため、

生ごみ等を埋立処分しないことは地球温暖化対策として重要です。また、直接埋立しない

ことにより、最終処分場の延命化を図ることができます。このため、生ごみ等の有効活用

を推進します。 

 

（３） リサイクルセンター 

稚内市リサイクルセンターは、缶・びん・ペットボトルの中間処理施設として、平成 11

年 1月に供用開始しました。その後、分別品目の拡大等に伴い施設の増設を行い、平成 20

年度に容器包装プラスチックの圧縮・梱包及び白色トレイの減容のための施設整備を行い

ました。 

施設の老朽化が進んでいるため、施設更新等の検討を進めていきます。 
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（４） バイオエネルギーセンター 

稚内市バイオエネルギーセンターは、PFI 事業により整備を行い、平成 24年 4月より管

理運営を開始しました。運営期間は 15 年間としています。予防保全を計画的に行い、施設

の長寿命化・延命化が図られるよう、管理運営事業者のモニタリングをしていきます。ま

た、運営期間終了後もストックマネジメント手法を活用し、施設の長寿命化・延命化に努

めます。 

 

（５） 廃棄物最終処分場 

稚内市廃棄物最終処分場は、PFI 事業により整備を行い、平成 19 年 10 月より埋立を開

始しました。埋立期間は 10年間を計画しましたが、ごみ処理の有料化等の効果により埋立

処分量が減少し、令和 2 年 11月まで埋立ができる見込みです。 

施設の埋立期間を見据え、新しい最終処分場の整備を行っています。PFI 事業によるも

ので、整備後の管理運営も行われることから、施設の適切な維持管理が実施されるよう管

理運営事業者のモニタリングをしていきます。 
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５ 地域の環境保全の推進 

ごみを排出する際のルールは、稚内市のごみ処理を進めていくために、これまで様々な意

見を取り入れながら地域の特徴や事情を踏まえて作り上げてきました。地域の良好な環境を

保全するためには、このルールを遵守することが必要です。このルールを遵守することは、

ごみの効率的な収集や適正処理にもつながります。地域の環境保全を推進するため、市民・

事業者・市が取り組む内容を定めます。 

 

５－１ 市民の行動 

（１） ごみ出しルールの徹底 

現在、ごみを排出する際は 4種 20分類に分別し、それぞれ決められた曜日の朝に、共同

住宅で専用のごみステーションが設置されている場合を除き、各町内会で設置・管理する

ごみステーションに排出することになっています。他町内会のステーションに排出するこ

とや収集日以外に出さないよう努めます。 

 

（２） 地域の環境美化の推進 

ごみステーションがきれいに使われていると、不適正排出が少なくなり、ごみ出しマナ

ーの向上にもつながることから、ごみステーションやその周辺の環境美化に努めます。町

内会の清掃活動等にも積極的に参加し、地域の環境美化にも努めます。 

 

５－２ 事業者の行動 

（１） 適正なごみ排出の徹底 

事業活動に伴って排出されるごみの処理責任は、排出した事業者にあり、稚内市の施設

へごみを搬入する際は、事業者自らが搬入するか、一般廃棄物収集運搬業の許可を有する

業者に委託する必要があります。事業系ごみを家庭系ごみとしてごみステーションに排出

しないよう努めます。 

 

（２） 共同住宅所有者のごみステーション設置 

条例により 6 戸以上の共同住宅の所有者または建設しようとする者に、家庭系ごみ用の

ごみステーションの設置を求めています。専用のごみステーションの設置がない共同住宅

の入居者は、町内会設置のごみステーションを利用していますが、ごみ排出マナーの向上

を図るため、共同住宅の所有者または建設しようとする者は、専用のごみステーション設

置に努めます。 

 

  



－51－ 

５－３ 市の行動 

（１） 清掃ボランティア活動への支援 

道路・公園・河川・海浜地等の公共の場所の清掃ボランティア活動に対して、ボランテ

ィアごみ処理券を交付して無償でごみの受入れを行っていますが、この制度を継続してい

きます。 

 

（２） ごみステーションの設置助成 

家庭系ごみの有料化による財源を活用して、町内会等が設置するごみステーション費用

についての助成を行っていますが、今後も助成を継続していきます。また、ごみステーシ

ョンの改修や消耗品の支援、消毒液の提供、ごみステーションに不法投棄されたごみの撤

去など、ごみステーション周辺の美化対策への支援も行っていきます。 

 

（３） 共同住宅入居者の環境美化の推進 

共同住宅の所有者または建設しようとする者に対して、専用のごみステーションを設置

するよう指導していきます。また、入居者の方々に対して、ごみ排出マナー向上のための

指導をしていきます。 

 

（４） イベントごみの分別排出の徹底 

稚内市をはじめ行政機関や民間団体などが開催するイベントや町内会で行われる夏祭り

等では、飲食物の提供による使い捨て容器や割り箸、食べ残しが大量に発生します。これ

らの分別を徹底し、資源として利用できるものの資源化を行います。このため、主催者へ

のごみの分別の徹底についての指導を行うほか、分別ごみ箱や分別表示板等の貸し出しを

行っていきます。 
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６ 地域振興に貢献する取り組みの推進 

６－１ クリーンアップわっかない 

全市的な環境美化推進運動である「クリーンアップわっかない」の取り組みを継続してい

きます。春と秋の一斉クリーン作戦や観光地クリーン作戦の実施、海浜地の漂着物の回収活

動、地域の環境美化、ステーション周辺の清掃活動などを行っていきます。 

 

６－２ 不法投棄防止活動 

不法投棄の防止と不法投棄が発生した場合に迅速かつ的確に対応するため、各関係機関及

び警察等と連携し、日常的なパトロールとごみ回収を行っていきます。さらに、毎年 5月

30 日（ごみゼロの日）に、市内大型店舗にて北海道宗谷総合振興局と合同で不法投棄防止

街頭啓発を実施し、不法投棄防止と環境美化に努めます。 

 

６－３ 漂着ごみ対策 

海浜地に漂着するごみは、景観上の問題のほか、海浜地の土地利用や漁業活動等に支障が

生じることがあります。漂着ごみは、本来海岸管理者が処理すべきところですが、ごみの放

置は景観を損ない、不法投棄を助長する原因にもなりかねないことから、今後も海岸一斉清

掃（海岸クリーン作戦）を実施し、漂着ごみの処理を行っていきます。また、北海道や関係

機関と連携を図りながら、漂着ごみ対策を行っていきます。 

 

６－４ 観光ごみ対策 

稚内市の主要産業の一つである観光において発生する観光ごみの対策を講じていきます。 

観光客に対して、観光地からのごみの持ち帰りやごみの分別徹底などの協力を求めます。 

 

６－５ リサイクル関連事業・産業の創出支援 

リサイクル事業による経済振興を進めるため、廃棄物エネルギー利活用の開発支援や資源

物の輸送・流通経路の確立による新たな経済効果の創出に向けた取り組みを進めていきま

す。 
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１ 稚内市が処理する廃棄物の種類 

１－１ 家庭系ごみ 

家庭系ごみは、処理が困難なものや危険物、家電リサイクル法の対象品目、家庭用パソコ

ン、引っ越しなどで一時的に多量に出るごみを除いて稚内市（稚内市が委託する業者を含む）

が収集します。収集した家庭系ごみは、稚内市の中間処理施設及び最終処分場で処理します。

一時的に多量に出るごみは、これら施設へ自ら搬入するか、許可業者に依頼すると、稚内市

が処理します。 

 

表 2-26 稚内市が収集しないごみ 

区分 品目 問合せ先 

処理が困難なもの・危険物 

消火器 株式会社消火器リサイクル推進センター 

タイヤ 廃タイヤ取扱協力店、販売店、ガソリンスタンド 

二輪車 公益財団法人自動車リサイクル促進センター 

FRP 船 社団法人日本マリン事業協会 

オイル、ガソリン 販売店、取扱業者 

バッテリー 販売店 

農薬・劇薬 販売店 

ガスボンベ 販売店 

ピアノ 販売店 

注射器 かかりつけの病院・薬局 

家電リサイクル法の対象品目 

テレビ 

一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター  
冷蔵庫・冷凍庫 

洗濯機・衣類乾燥機 

エアコン 

資源有効利用促進法の対象品目 家庭用パソコン 一般社団法人パソコン３Ｒ推進協会 

一時的に多量に出るごみ  （施設へ搬入あるいは許可業者に依頼） 

 

１－２ 事業系ごみ 

事業系ごみの処理責任は、排出事業者にあります。このため、稚内市は事業系ごみの収集

運搬は行いません。事業者自らが稚内市の処理施設に搬入するか、許可業者に委託すると、

稚内市が処理します。ただしその場合には、家庭系ごみと同様の分別をする必要があります。 

 

１－３ 産業廃棄物 

稚内市では、産業廃棄物のうち条例（「稚内市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」）

で定める 4 品目（燃え殻、汚泥、廃酸、動物性残さ）を併せ産廃としており、稚内市の処理

施設で処理が可能です。 

 

  

第５章 ごみ処理計画 
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２ 収集運搬計画 

２－１ ごみ分別区分 

「分ければ資源、混ぜればごみ」という言葉が広く使われているように、ごみを資源とし

て活用していくためには、ごみの分別が重要です。 

稚内市では、現在 4 種 20 分類の分別を行っています。ごみの分別徹底が図られるよう、

様々な機会を通じて市民及び事業者に積極的に周知します。また、転入者や外国人に対する

重点的な周知を行います。 

国の新たな関係法令・施策等が示された時など必要が生じた場合は、分別品目の拡大につ

いて検討します。 

 

表 2-27 ごみ分別区分 

種類 分類 

1．一般ごみ 

2．生ごみ 

3．大型ごみ 

4．資源物 

①一般ごみ 

②生ごみ 

③大型ごみ 

④缶、⑤びん、⑥ペットボトル、⑦紙パック、⑧新聞紙、⑨雑誌、⑩段ボール 

⑪その他の紙、⑫古布類、⑬蛍光灯、⑭乾電池、⑮金属類、⑯容器包装プラスチック 

⑰白色トレイ、⑱水銀使用の温度計・体温計、⑲廃食用油、⑳小型家電 

 

２－２ 収集運搬体制 

収集運搬体制は、現在の体制を継続することを基本としますが、ごみの分別徹底が図られ

るよう、収集頻度や収集曜日、ごみ処理手数料等について検討します。 

ごみ分別品目の拡大や収集方式の変更時には、市民サービスの向上及び収集運搬効率を勘

案して、収集運搬体制の見直しを行います。また、ごみ収集車両の更新の際には、圧縮天然

ガス車やハイブリッド車等のクリーンエネルギー車の導入を推進します。 

 

表 2-28 収集運搬体制 

1.収集体制 

一般ごみ ： 委託業者収集 

生ごみ  ： 委託業者収集  ※廃食用油含む 

大型ごみ ： 委託業者収集 

資源物  ： 委託業者収集 

2.収集方式 
ステーション方式（一部路線収集方式） 

大型ごみは戸別収集方式 

3.収集頻度 

一般ごみ ： 2回/週 

生ごみ  ： 2回/週  ※廃食用油含む 

大型ごみ ： 2回/月（一部 1 回/月） ※事前申込み制 

資源物  ： 1回/週 

4.収集車両 

一般ごみ ： パッカー車 3 台 

生ごみ  ： パッカー車 2 台  ※バイオガス車 

資源物  ： 分別収集車 5 台、パッカー車 2 台  計 7 台 

5.手数料 
一般ごみ、生ごみ、大型ごみ ： 有料  ※廃食用油は無料 

資源物           ： 無料 
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２－３ 生ごみの分別徹底 

稚内市では、生ごみを分別収集しリサイクルしています。生ごみにリサイクルに適さない

ものが混入すると、処理に支障等が生じるおそれがあります。また、生ごみが一般ごみに混

入すると、リサイクルされずに埋立処分されます。リサイクル率の向上及び最終処分量の削

減のためにも生ごみの分別をきちんとすることは重要です。市民及び事業者に積極的に周知

し、生ごみ分別の徹底を図ります。 

 

２－４ ごみステーション設置助成事業 

町内会等が設置するごみステーションについて、その設置費用を助成する事業を今後も継

続します。 

 

２－５ ごみステーションのあり方 

稚内市では、ごみステーションの設置と管理を町内会が行っていますが、各町内会におい

て地域に適したごみステーションのあり方を検討するための情報提供を行います。 

 

２－６ 在宅医療廃棄物対策 

高齢化社会と相まって要医療者が増加する一方、病床数の不足等から、その対策として家

庭において医療処置を行う在宅医療が進められています。この在宅医療に伴い発生する廃棄

物は一般廃棄物ですが、注射針など一部に感染性を有する廃棄物が含まれます。このため、

医療機関から返却の指示のあった廃棄物は医療機関に返却し、ごみステーションへの排出を

禁止しています。医療機関等の関係機関と連携し、在宅医療廃棄物に関わる方針について周

知します。 

 

２－７ 生活弱者へのサポート 

ごみ出し作業が難しい高齢者や障がい者などの生活弱者の方々へのサポートのあり方につ

いて検討します。 
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３ 中間処理計画 

３－１ 資源物の中間処理 

稚内市リサイクルセンターにおいて、缶、びん、ペットボトル、容器包装プラスチック、

白色トレイ、金属類、乾電池、蛍光灯、水銀使用の体温計・温度計の処理を行います。なお、

紙類（紙パック、新聞紙、雑誌、段ボール、その他の紙）は市内古紙業者に、古着類は市内

福祉団体に処理委託します。 

稚内市リサイクルセンターは、供用開始後 15 年以上が経過して老朽化が進んでいること

から、施設更新等の検討を進めていきます。 

 

３－２ 生ごみ等の中間処理 

稚内市バイオエネルギーセンターにおいて、生ごみ、廃食用油、紙類、下水道汚泥、水産

廃棄物を発酵処理して減容化を行うとともに、発酵の過程で発生するバイオガスをエネルギ

ー、発酵残渣物を肥料として活用します。市民に対して肥料の活用方法等の周知を行い、活

用推進を図ります。 

本計画期間中の令和 9 年 3 月に PFI 事業による施設運営期間が終了することから、それ以

降の管理運営方法について検討します。 
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図 2-13 中間処理の方法  

分別区分 資源化ルート

生ごみ 　バイオエネルギーセンター バイオガス利用・堆肥利用

廃食用油

　リサイクルセンター

缶 選別圧縮・保管 アルミ 有価物

スチール 有価物

びん 手選別・保管 リターナブルびん 有価物

無色びん 指定法人ルート

茶色びん 指定法人ルート

その他びん 指定法人ルート

ペットボトル 圧縮・保管 指定法人ルート

白色トレイ 固化・保管 有価物

容器包装
プラスチック

圧縮・保管 指定法人ルート

乾電池 保管 委託処理（金属回収）

蛍光管 保管 委託処理（カレット等回収）

体温計・温度計 保管 委託処理

紙パック 古紙回収業者

ダンボール 古紙回収業者

その他の紙 古紙回収業者

新聞紙 古紙回収業者

雑誌 古紙回収業者

古衣類 ウエス 有価物

金属類 保管 有価物

金属類
（自転車）

分解・再組立 有価物

小型家電 保管 認定事業者

処理施設・設備

※1

※1
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４ 最終処分計画 

４－１ 一般ごみ等の埋立処分 

一般ごみ、大型ごみ、中間処理残さ、産業廃棄物（燃え殻、汚泥、動植物性残さ）は、稚

内市廃棄物最終処分場において埋立処分します。 

現在の最終処分場の埋立期間は、令和 2年 11月までのため、現在、新しい最終処分場の整

備を行っています。現在の最終処分場の隣接地に整備し、埋立期間は 10 年間を計画します。 

新しい最終処分場においても施設の適切な維持管理が実施されるよう、管理運営事業者の

モニタリングを適切に行っていきます。 

また、現在の最終処分場については、埋立終了後、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

で定める埋立終了の手続きや廃止に向けた管理計画の策定を行います。 

 

表 2-29 新最終処分場の概要 

1.所在地 稚内市新光町 1789 番地 

2.処分場形式 覆蓋型最終処分場（1区画・覆蓋移動式） 

3.埋立面積 13,849ｍ2 

4.埋立容量 140,152ｍ3 

5.埋立対象物 一般ごみ、大型ごみ、中間処理残さ、産業廃棄物 

6.浸出水処理施設 
生物処理・凝集沈殿 

処理能力 40ｍ3/日 

7.運営期間 令和 2年 12月～令和 12 年 11 月 

 

４－２ 旧最終処分場の廃止 

旧最終処分場は、埋立量満了に伴い平成 19 年 9 月で使用を中止しています。このため、

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定める埋立終了の手続きを行い、廃止に向けた

管理を適切に実施していきます。 
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５ その他ごみ処理に関する取り組み 

５－１ クリーンアップわっかない運動 

清掃活動や環境美化活動については、「クリーンアップわっかない」という統合した名称に

より活動を推進しています。今後も全市的に展開する清掃活動や環境美化活動（ポイ捨て防

止、不適正排出対策、不法投棄対策、地域の環境美化の推進、海岸漂着物対策、放置自動車

対策等）について、「クリーンアップわっかない」運動として総合的に推進します。 

 

５－２ 稚内市一般廃棄物処理事業者協議会 

「稚内市一般廃棄物処理事業者協議会」は、一般廃棄物の収集運搬業者、稚内市リサイク

ルセンター・稚内市バイオエネルギーセンター・稚内市廃棄物最終処分場の管理運営業者、

古紙リサイクル業者で構成する団体です。この協議会や構成業者は、ごみの収集運搬や処理

施設の管理運営を通じて市民や事業者と接することも多く、ごみ処理に関する問題点や課題

等を見つける機会が多くあります。ごみ処理サービス向上を図るため、協議会と良好な協力

関係を構築して情報交換を行うとともに、稚内市の施策に対する協力を求めていきます。 

 

５－３ 稚内市廃棄物減量等推進審議会 

稚内市における廃棄物行政の将来を見据え、ごみの排出抑制や資源化、適正処理の確保に

ついて調査及び審議するため、「稚内市廃棄物減量等推進審議会」を設置しています。稚内市

長より諮問された事項（ごみの排出抑制及び再生利用の推進、ごみ処理計画、ごみの減量等）

について審議が行われ答申します。今後も稚内市の廃棄物行政について審議してもらいます。 

 

５－４ 廃棄物減量等推進員 

稚内市では、ごみの減量や適正処理、地域の環境美化等の推進に熱意と識見を有する方々

に「廃棄物減量等推進員」の委嘱をし、稚内市の施策への協力やその他の活動を行っていた

だいています。各町内会からの推薦者である推進員と連携し、地域の環境美化等を推進しま

す。 

 

５－５ 災害廃棄物の処理体制の確立 

稚内市の近郊には活断層があり、大地震が起こりうる可能性は否定できません。大規模な

地震や水害等が発生した際には、災害廃棄物の処理を適正かつ迅速に行い、早期の生活環境

の回復を図る必要があります。このため、関係機関等と連携しながら災害廃棄物処理計画を

策定し、災害時の処理体制の確立に努めます。 

 

５－６ 感染性廃棄物対策 

感染性廃棄物の処理は、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」（環境省、

平成 24年 5 月）に基づいて行います。 
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５－７ 計画の周知と事後評価 

本計画について広く周知するため、稚内市ホームページや広報紙等において公表するとと

もに、計画の進捗状況を把握・評価し、その結果についても公表します。 
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生活排水処理基本計画書 
 

 

  



 

 

 



－61－ 

 

 

１ 生活排水処理体系 

生活排水は、一般家庭から排出される汚水（し尿と生活雑排水）を示し、工場排水や雨水、

その他の特殊な排水は含まれません。 

稚内市の生活排水は、市街地及びその周辺の下水道事業計画認可区域（以下「下水道認可

区域」という。」で下水道の整備が完了した区域（以下「下水道処理区域」という。）におい

ては公共下水道（以下「下水道」という。）、下水道認可区域以外では浄化槽※1による処理を

進めています。 

し尿及び浄化槽汚泥の処理は、平成 15 年 4 月から下水道のＭＩＣＳ事業※2 により終末処

理場へ投入し、処理を行っています。 

 
※1 浄化槽法の改正により、浄化槽の定義から「単独処理浄化槽」が削除されたため、本計画において「浄

化槽」と記している場合は「合併処理浄化槽」を指します。 

※2 生活排水処理を行う各種施設を共有化・共同化して整備することが効率的で、一定の採択条件を満た

す場合に、下水道事業として整備する事業をＭＩＣＳ事業（汚水処理施設共同整備事業）と言います。 

 

 

 

 

 

 
 

図 3-1 生活排水の定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3-2 生活排水処理体系 

 

  

第１章 生活排水処理の現状 

燃料化 

バイオガス化 

脱水 

(処理水) 

し 尿 

生活雑排水 

生活排水 

公共下水道 

浄 化 槽 

単独処理浄化槽 

汲み取り便所 

(浄化槽汚泥) 

(浄化槽汚泥) 

(し尿) 

(処理水) 

(処理水) 

(未処理水) 

公 

共 

用 

水 

域 

生 活 排 水 （一般家庭から生じる排水の総称） 

し 尿  

生 活 雑 排 水 （台所・風呂などから生じる排水） 
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２ 処理形態別人口 

処理形態別人口とは、下水道や浄化槽等の処理施設別の処理人口を整理したものです。 

処理形態別人口のうち、下水道や浄化槽等水洗化され、生活雑排水を処理している人口が、

計画処理区域内人口（行政区域内人口）に占める割合を生活排水処理率と定義し、生活排水

処理の指標として用います。 

稚内市の生活排水は、主に下水道（特定環境保全公共下水道を含む）によって処理されて

おり、平成 30 年度における下水道の水洗化人口は、行政区域内人口の 85.8％となっていま

す。これに浄化槽による処理人口とあわせた生活排水処理率は 89.8％となっています。 
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※赤線は稚内市に該当するもの 

図 3-3 処理形態別人口 

 

  

計画処理区域 ( ＝行政区域 ) 

下水道認可区域 農業集落排水計画区域 その他の区域 

整備区域 未整備区域 整備区域 未整備区域 

下水道終末処理場 農業集落排水施設 し尿処理施設 農地還元など コミュニティプラント 

浄化槽人口 

非水洗化人口 

下水道水洗化人口 下水道未水洗化人口 農業集落水洗化人口 農業集落未水洗化人口 

単独処理浄化槽人口 汲み取り人口 自家処理人口 コミプラ人口 



－63－ 

表 3-1 処理形態別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4 処理形態別人口の推移 

 

  

30,955 30,525 29,900 29,414 29,008

1,340 1,332 1,342 1,364 1,382

2,909 2,895 2,800 2,781 2,641

1,267 1,095 1,009 835 796

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

処
理
形
態
別
人
口

非水洗化人口

単独浄化槽人口

浄化槽人口

下水道人口

［人］

（単位：人）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

36,471 35,847 35,051 34,394 33,827

32,295 31,857 31,242 30,778 30,390

(1)コミュニティプラント －　 －　 －　 －　 －　

(2)浄化槽 1,340 1,332 1,342 1,364 1,382

(3)下水道 30,955 30,525 29,900 29,414 29,008

(4)農業集落排水施設 －　 －　 －　 －　 －　

2,909 2,895 2,800 2,781 2,641

1,267 1,095 1,009 835 796

－　 －　 －　 －　 －　

88.5 88.9 89.1 89.5 89.8

注：住民基本台帳年度末人口

3．水洗化・生活雑排水未処理人口
　 （単独処理浄化槽人口）

区分

［生活排水処理率(％)］

5．計画処理区域外人口

4．非水洗化人口

2．水洗化・生活雑排水処理人口

1．計画処理区域内人口
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３ 下水道事業の概要 

稚内市の下水道は、昭和 50年 3月に稚内市公共下水道として事業に着手し、稚内市終末処

理場の整備にあわせて昭和 59年 3 月に一部地域で供用開始しました。 

市街地を中心とした用途地域内及びその周辺は下水道、これに隣接した用途地域外の声問

地区は特定環境保全公共下水道によって整備を進めてきました。 

平成 30 年度の下水道処理人口普及率は 91.8％、下水道処理区域内の水洗化率は 93.4％と

なっています。 

下水道処理人口普及率はほぼ横ばい、水洗化率は微増しています。 

 

表 3-2 公共下水道事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-3 公共下水道の水洗化状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

行政区域内

人口
(Ａ)

下水道処理

区域内人口
(Ｂ)

下水道処理

人口普及率
(Ｂ/Ａ)

水洗化人口
(Ｃ)

水洗化率
(Ｃ/Ｂ)

人 人 ％ 人 ％

平成26年度 36,471 33,457 91.7 30,955 92.5

平成27年度 35,847 32,881 91.7 30,525 92.8

平成28年度 35,051 32,173 91.8 29,900 92.9

平成29年度 34,394 31,510 91.6 29,414 93.3

平成30年度 33,827 31,065 91.8 29,008 93.4

注：住民基本台帳年度末人口

区分

全体計画面積

（公共） （特環） 合計

1,068.9ha 147.0ha 1,215.9ha

全体計画人口

（公共） （特環） 合計

29,350人 820人 30,170人

［処理施設］ 処理施設の名称　　稚内市終末処理場

処理施設の位置　　稚内市末広3丁目

敷地面積　　　　　4.14ha

処理方式　　　　　標準活性汚泥法

処理能力　　　　　11,220ｍ
3
/日（全体計画）

放流先　　　　　　エノシコマナイ川（稚内港）

処理区名 ： 稚内処理区

28,340人

認可計画人口

1,248.5ha

認可区域面積

採択年度 ： 昭和50年3月 供用開始年度 ： 昭和59年3月
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図 3-5 公共下水道の水洗化状況 

 

４ 浄化槽事業の概要 

稚内市の下水道認可区域以外では、個人が設置主体となって浄化槽や単独処理浄化槽の整

備を進めてきました。 

平成 17 年度には生活排水対策を促進させるため、新たに「浄化槽設置整備事業」を開始し

ました。浄化槽設置整備事業は、浄化槽を設置する世帯を対象に、浄化槽設置費用の一部助

成、水洗トイレに改造する費用等の貸し付けを行うものです。 

浄化槽の設置費用の助成額は、設置費用（排水設備に係る費用を除く）に 2 分の 1 を乗じ

た額ですが、その額が浄化槽の処理対象人員の区分に応じ定める額を超えるときは、それぞ

れの区分に応じた額としています。 

既設の建物に浄化槽を設置する場合は、10人槽以下の浄化槽の設置費用とトイレ水洗化改

造工事や排水設備設置工事等の費用の無利子貸付を行っています。 

 

表 3-4 浄化槽・単独処理浄化槽の設置状況 

区分 基数（基） 

浄化槽     251 

単独処理浄化槽     973 

注：平成 30年度末現在 
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表 3-5 浄化槽設置整備事業の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-6 浄化槽設置に関する助成と貸付の内容 

新築する建物に浄化槽を設置する場合 既設の建物に浄化槽を設置する場合 

・浄化槽設置費用の助成 ・浄化槽設置費用の助成 

・浄化槽設置費用の貸付 

（10人槽以下の浄化槽が対象） 

・水洗トイレに改造する費用の貸付が利用可 

 

表 3-7 浄化槽設置の助成限度額 

番号 浄化槽規模 助成限度額 

1 5 人槽の場合   600,000 円 

2 6～7人槽の場合   750,000 円 

3 8～10 人槽の場合   950,000 円 

4 11～20人槽の場合 1,002,000 円 

5 21～30人槽の場合 1,545,000 円 

6 31～50人槽の場合 2,129,000 円 

7 51 人槽以上の場合 2,429,000 円 

※助成を利用できる方： 

・助成の対象地域で、居住を目的とする住宅を新築又は既

設の建物に合併処理浄化槽を設置する方。なお、建物の

販売又は賃貸の目的とするものは除く。 

・市税等を滞納していない方。 

・助成を申請する年度内に設置工事を完了できる方。 

 

  

区分
設置基数
(基)

使用人数
(人)

設置基数

累積
(基)

使用人数

累積
(人)

平成17年度 12 46 12 46

平成18年度 7 24 19 70

平成19年度 7 47 26 117

平成20年度 7 29 33 146

平成21年度 8 30 41 176

平成22年度 10 27 51 203

平成23年度 10 35 61 238

平成24年度 7 42 68 280

平成25年度 11 25 79 305

平成26年度 10 40 89 345

平成27年度 11 33 100 378

平成28年度 10 40 110 418

平成29年度 5 13 115 431

平成30年度 10 35 125 466
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表 3-8 浄化槽設置の貸付限度額 

番号 工事内容 貸付限度額 

1 トイレ水洗化改造工事 1 箇所につき    400,000 円 

2 し尿浄化槽廃止工事 1 基につき     200,000 円 

3 排水設備設置工事 1 戸につき     200,000 円 

4 浄化槽設置工事 

5 人槽の場合    600,000 円 

6～7人槽の場合   750,000 円 

8～10 人槽の場合  950,000 円 

※貸付を利用できる方： 

・貸付の対象地域で、既設の建物に浄化槽を設置する方。 

・市税等を滞納していない方。 

・償還能力がある方。 

・確実な連帯保証人がいる方。 

※返済の期間：60回（5 年）以内 

 

５ し尿・浄化槽汚泥の処理 

５－１ し尿・浄化槽汚泥排出量 

過去 5 年間（平成 26 年度～30 年度）のし尿及び浄化槽汚泥排出量実績を表 3-9 及び図 3-

6に示します。 

し尿及び浄化槽汚泥排出量はいずれも減少傾向にあり、この 5年間でし尿排出量は約 27％、

浄化槽汚泥排出量は約 6％減少しました。 

 

表 3-9 し尿及び浄化槽汚泥排出量の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-6 し尿及び浄化槽汚泥排出量の実績 

  

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

し尿 kL/年 1,078.1 962.8 918.3 806.2 783.3

浄化槽汚泥 kL/年 3,207.8 3,170.1 3,074.1 3,004.6 3,018.5

合計 kL/年 4,285.9 4,132.9 3,992.4 3,810.8 3,801.8

（1日あたり） kL/日 11.7 11.3 10.9 10.4 10.4

区分

1,078 963 918 806 783

3,208 3,170 3,074 3,005 3,019
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５－２ し尿・浄化槽汚泥の収集運搬 

し尿・浄化槽汚泥の収集区域は、稚内市全域です。し尿は委託業者、浄化槽汚泥は許可業

者がバキューム車により収集運搬しています。 

 

５－３ し尿・浄化槽汚泥の処理 

稚内市では、昭和 40年からし尿処理施設（稚内市衛生センター）において、嫌気性消化・

活性汚泥処理方式による処理を開始しました。昭和 50年には処理量の増加に伴い、第 2期施

設を増設しました。昭和 60 年代に入ると、下水道の普及とともに処理量が減少し、昭和 62

年には第 1期施設を廃止して、第 2期施設のみでの処理としました。 

その後、処理量のさらなる減少や施設の老朽化によって、運転・維持管理に支障をきたす

ようになり、処理機能を維持するための補修・改修費が嵩むようになりました。このため、

平成 9 年度にし尿及び浄化槽汚泥の処理のあり方について、経済性及び維持管理面等から検

討し、下水道施設へ投入して処理を行うことが最も効率的かつ適切であるとの結論に至りま

した。 

平成 14 年度に終末処理場へ受入施設等を建設（一部、ＭＩＣＳ事業を活用）し、平成 15

年度より終末処理場への投入を開始しました。これに伴い、し尿処理場は休止しました。 

 

６ 生活排水処理の課題 

生活環境を向上させ、川や海などの自然環境を保全し、快適で魅力あるまちづくりを進め

るために生活雑排水の処理は重要です。 

このため、し尿汲み取りの世帯や単独処理浄化槽の利用世帯において、下水道や浄化槽へ

の転換による生活雑排水処理を行うことが必要です。 
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１ 計画の方向性 

稚内市では、昭和 49年度から事業を進めてきた市街地を中心とした下水道事業に加え、平

成 17 年度からは下水道認可区域以外における浄化槽の普及を図るために浄化槽設置整備事

業に着手し、生活排水対策を行ってきました。 

今後とも良好な生活環境の確保をするため、生活排水の適正処理を図っていきます。その

ために、生活排水対策の基本として水の適正利用に関する啓発を行うとともに、し尿汲み取

りの世帯や単独処理浄化槽の利用世帯において下水道や浄化槽への転換を進め、生活排水処

理の普及に努めます。 

 

２ 基本方針 

２－１ 生活排水処理の方向 

地域の生活環境の保全を図るうえで生活排水対策は重要です。そこで、稚内市が目指す生

活排水処理の方向を「生活環境の保全に向けた生活排水処理の充実」とします。 

 

 

 

 

 

２－２ 計画の推進方策 

本計画の生活排水処理の方向として掲げる「生活環境の保全に向けた生活排水処理の充実」

の達成に向け、市民・事業者・市が共通の理解をもち、ともに協力していくことが大切です。

そして、下水道や浄化槽の普及などを進め、環境負荷をできる限り少なくしていくことが大

切です。 

そこで、本計画では次の 2つの推進方策を掲げ、各種施策を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

  

第２章 基本方針 

稚内市が目指す生活排水処理の方向 

「生活環境の保全に向けた生活排水処理の充実」 

推進方策１ ： 浄化槽の普及促進 

推進方策２ ： 下水道水洗化の促進 
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３ 市民・事業者・市の役割 

「生活環境の保全に向けた生活排水処理の充実」に向けて、市民・事業者・市がそれぞれ

の役割を理解し、各種取り組みを進めていきます。 

 

３－１ 市民・事業者の役割 

家庭や事業者から排出される生活雑排水による水質汚濁を防止し、きれいな水環境を次世

代へ継承するため、市民及び事業者は次の取り組みを推進していきます。 

 

○市民・事業者の役割 

① 浄化槽の適正な維持管理を行います。 

・ 浄化槽が適正に機能するため、定期的に専門業者による保守点検を受けます。 

・ 浄化槽の機能に支障をきたし、悪臭の原因となるスカムや汚泥を槽外に排出するため、定期

的に専門業者による清掃を行います。 

・ 浄化槽の保守点検や清掃が適正に行われ、正常に機能するかを確認するため、指定検査機関

による法定検査を受けます。 

② 下水道処理区域内の未接続世帯や事業者は、水洗化に努めます。 

③ 下水道処理区域外では、単独処理浄化槽から浄化槽への転換や浄化槽設置に努めます。 

④ 排水口で固形物等の除去に努めます。 

・ 流し台に網カゴなどを備え、調理くずや食べ残しなどを流さずに回収します。 

・ 調理は適正量を用いるよう心がけ、調理残さは生ごみとして出します。 

・ 食後の食器や鍋などは、ゴムベラや紙で拭き取ってから洗うようにします。 

⑤ 食用油の残油等を資源物として分別排出します。 

⑥ 洗濯時はできるだけ無リン洗剤を使用します。 

⑦ 風呂水や台所用水等を再利用して節水を図ります。 

⑧ 風呂場・洗面台や台所における水の出しっぱなしをなくして節水に心がけます。 

⑨ トイレに使用する洗浄液は環境に配慮した製品を使用し、できるだけ無駄な洗浄を控えます。 

⑩ 水に溶けないティッシュ、新聞紙、タバコの吸殻、紙おむつ、生理用品等は、水洗トイレに流

さないようにします。 
 

 

３－２ 市の役割 

市民や事業者の生活排水対策を推進させるため、広報・啓発活動を充実させます。 

 

○市の役割 

① 市民・事業者に対して、生活排水対策の必要性や浄化槽管理の重要性を周知するため、定期的

な広報や啓発活動を実施し、市民や事業者が取り組む対策について重点的に周知を図っていき

ます。 

② 個別処理を行う地区の市民に対して、広報等を通じて浄化槽設置整備事業の周知・普及促進を

図るとともに、浄化槽の維持管理おける定期的な保守点検・清掃及び検査の徹底を指導します。 
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４ 数値目標 

本計画における生活排水処理の目標を以下に示します。 

 

表 3-10 生活排水処理の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成30年度 令和6年度 令和11年度 令和16年度

（現状） （中間目標） （中間目標） （目標年次）

①行政区域内人口（人） 33,827 31,011 27,912 24,849

②計画処理区域内人口（人） 33,827 31,011 27,912 24,849

③水洗化・生活雑排水処理人口（人） 30,390 28,389 25,947 23,452

④生活排水処理率（％） 89.8 91.5 93.0 94.4

区分
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１ 生活排水の処理主体 

生活排水の処理主体は、次のとおりとします。 

 

表 3-11 生活排水の処理主体 

処理施設 対象となる生活排水 処理主体 

浄化槽 し尿、生活雑排水 個人 

単独処理浄化槽 し尿 個人 

稚内市終末処理場 し尿、生活雑排水、浄化槽汚泥 稚内市 

 

２ 生活排水処理計画 

２－１ 集合処理 

集合処理する区域は、投資効果等の経済性を考慮して人口が密集する地域とします。 

この区域では、下水道への早期接続がされるよう啓発・指導を行い、生活環境の改善及び

公共用水域の水質保全を図ります。 

 

２－２ 個別処理 

個別処理する区域は、人口の推移及び集中状況、地理的条件、経済性等の観点から集合処

理が適切でない地域とします。 

この区域では、浄化槽による生活排水の処理を推進し、浄化槽の設置者が適正な維持管理

を実施するよう指導します。また、単独処理浄化槽によりし尿の処理を行っている市民や事

業所に対しては、生活雑排水をあわせて処理できる浄化槽に移行するよう啓発します。 

これらにより、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図ります。 

 

２－３ 浄化槽設置に関する啓発 

浄化槽設置費用の一部助成制度ついて、広報やホームページを通じて市民・事業者への一

層の周知を図り、生活排水処理の普及推進に努めます。 

 

２－４ 環境保全に関する啓発 

生活排水処理に関する情報を広く市民・事業者に周知するなど、公共用水域の水質汚濁防

止や水環境保全に向けた啓発活動を行います。 

 

  

第３章 生活排水処理計画 
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３ し尿・浄化槽汚泥処理計画 

３－１ し尿・浄化槽汚泥排出量の見通し 

し尿排出量は、目標年次において 54kL/年を見込みます。浄化槽汚泥排出量は、目標年次

において 2,637kL/年を見込みます。 

 

表 3-12 し尿・浄化槽汚泥排出量の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

３－２ 収集運搬計画 

し尿・浄化槽汚泥の収集区域は、稚内市全域です。し尿は委託業者、浄化槽汚泥は許可業

者がバキューム車により収集運搬を行います。 

 

３－３ 中間処理計画 

し尿・浄化槽汚泥は、稚内市終末処理場の敷地内にある前処理施設に投入後、稚内市終末

処理場において処理します。処理に伴い発生する汚泥は、稚内市バイオエネルギーセンター

において処理するほか，民間事業者に委託して処理します。 

し尿処理場の廃止及び解体を計画的に進めます。 

 

３－４ 最終処理計画 

稚内市終末処理場における処理に伴い発生するし渣及び沈砂は、稚内市廃棄物最終処分場

において埋立処分します。 

 

 

  

（単位：kL/年）

平成30年度 令和6年度 令和11年度 令和16年度

（現状） （中間目標） （中間目標） （目標年次）

し尿 783 475 244 54

浄化槽汚泥 3,019 2,913 2,777 2,637

合計 3,802 3,388 3,021 2,691

区分
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